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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水道水を濾過処理する第１のフィルタ及び開閉可能な第１の電磁弁を備え、内視鏡が配
置される洗滌消毒槽に前記水道水を供給するための給水管路と、
　薬液タンク及び第１のポンプに接続され、前記洗滌消毒槽に消毒液を供給するための薬
液管路と、
　前記洗滌消毒槽に供給された、前記水道水及び前記消毒液を循環させるための第２のポ
ンプ及び開閉可能な第２の電磁弁を備え、前記内視鏡の管路に前記水道水及び前記消毒液
を供給するためのポートを備えた第１の循環管路と、
　前記洗滌消毒槽に供給された、前記水道水及び前記消毒液を循環させるための第３のポ
ンプを備え、開閉可能な第３の電磁弁を介して前記給水管路と接続され、前記洗滌消毒槽
に前記水道水及び前記消毒液を供給する第２の循環管路と、
　前記洗滌消毒槽と連通し、前記給水管路に消毒液を供給する消毒用管路と、
　前記薬液タンク内に配置され、前記薬液管路の一端に設けられ、前記消毒液の異物を濾
過する第２のフィルタと、
　一端が前記薬液管路と接続され、他端が前記給水管路の前記第１のフィルタの２次側に
第４の電磁弁を介して接続された希釈管路と、
　前記各電磁弁及び前記各ポンプを駆動制御する制御部と、
　を備え、
　前記制御部が前記各電磁弁、及び前記各ポンプを夫々駆動制御することで、前記薬液タ
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ンク、前記薬液管路、および前記第２のフィルタを濯ぐと共に、前記薬液管路に前記水道
水を逆流させて、前記第２のフィルタに目詰まりしている異物を除去して洗滌することを
特徴とする内視鏡洗滌消毒装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記給水管路を消毒する第１のプログラムならびに、前記第１の循環管
路及び前記第２の循環管路を消毒する第２のプログラムを備え、各プログラムに応じて前
記各電磁弁及び前記各ポンプを駆動制御することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗
滌消毒装置。
【請求項３】
　さらに、前記洗滌消毒槽の底面の背面側に設けられた加温するヒータと、
　前記底面に設けられ、前記洗滌消毒槽内に供給された前記消毒液の温度を検知する温度
センサと、
　を備え、
　前記ヒータで温められた前記消毒液によって、前記内視鏡の消毒を行うと共に、前記制
御部が前記温度センサの検知結果に応じて、前記ヒータを制御することを特徴とする請求
項２に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【請求項４】
　使用済みの内視鏡が収納され、洗滌液などを貯溜する洗滌消毒槽と、
　該洗滌消毒槽に設けられた水位センサと、
　水道蛇口からの水道水を濾過処理する第１のフィルタを備え、給水電磁弁が設けられた
給水管路と、
　該給水管路の前記フィルタよりも前記水道蛇口側と接続される消毒用管路と、
　前記洗滌消毒槽に配設された循環口に接続された循環管路と、
　該循環管路と連通し、前記内視鏡の内視鏡管路に液体を供給し、チャンネルポンプ及び
チャンネル電磁弁が設けられたチャンネル管路と、
　前記循環管路と連通し、前記洗滌消毒槽に前記洗滌液などを循環し、流液ポンプ及び３
方電磁弁により前記給水管路に接続された流液管路と、
　薬液タンクから消毒液を前記洗滌消毒槽に供給し、薬液ポンプが設けられた薬液管路と
、
　前記薬液タンク内に配置され、前記薬液管路の一端に設けられ、前記消毒液の異物を濾
過する第２のフィルタと、
　一端が前記薬液管路と接続され、他端が前記給水管路の前記第１のフィルタの２次側に
接続され、希釈電磁弁が設けられた希釈管路と、
　前記洗滌消毒槽の排水口に設けられ、貯溜する前記洗滌液又は前記水道水を外部の排水
口に排出、或いは、前記消毒液を前記薬液タンクに回収するように切替を行う切替弁と、
　前記チャンネル管路と前記消毒用管路とを連通する着脱自在な消毒チューブと、
　前記水位センサからの検出信号が供給され、前記給水電磁弁、前記チャンネル電磁弁、
前記３方電磁弁、前記希釈電磁弁、前記チャンネルポンプ、前記流液ポンプ及び前記薬液
ポンプを駆動制御する制御部と、
　を具備し、
　前記制御部が前記流液管路の前記３方電磁弁を前記給水管路側に駆動して、前記希釈管
路の前記希釈電磁弁を開き、前記水道水を前記希釈管路に供給して、前記薬液管路、前記
希釈管路、前記薬液タンク、前記薬液ポンプおよび前記第２のフィルタを濯ぐと共に、前
記第２のフィルタの目詰まりしている異物を除去して洗滌し、前記切替弁を前記排水口側
に開放して前記水道水を外部へ排出する工程を備えた内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項５】
　前記制御部は、
　前記薬液ポンプを駆動し、前記３方電磁弁を前記給水管路側に駆動して、前記薬液タン
クから前記薬液管路を介して前記洗滌消毒槽に前記消毒液を供給し、前記水位センサによ
り、前記消毒液が前記洗滌消毒槽の所定の水位に達した検知信号が供給されると、前記薬
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液ポンプを停止すると共に、前記チャンネルポンプを駆動し、前記チャンネル電磁弁を開
状態にし、前記消毒液を前記循環口から吸引して前記循環管路、前記チャンネル管路、消
毒チューブ及び前記消毒用管路に送液して、前記給水管路に消毒液を循環させることによ
って、所定の時間で消毒を行ったあと、前記切替弁を駆動して、前記消毒液を前記薬液タ
ンクに回収し、前記切替弁を閉状態にして、前記チャンネルポンプを停止する給水管路消
毒工程と、
　前記給水電磁弁を開状態にして、前記給水管路を介して前記洗滌消毒槽に前記水道水を
供給し、前記水位センサにより、前記水道水が前記洗滌消毒槽の所定の水位に達した検知
信号が供給されると、前記チャンネルポンプを駆動し、前記水道水を前記循環口から吸引
して前記循環管路、前記チャンネル管路、前記消毒チューブ及び前記消毒用管路に送液し
て、前記給水管路に所定の時間で前記水道水を循環させる給水管路濯ぎ工程と、
　を実行することを特徴とする請求項４に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【請求項６】
　さらに、前記制御部は、
　前記給水管路消毒工程中に、前記３方電磁弁を前記流液管路側に切替えると共に、前記
チャンネルポンプを駆動して、前記消毒液を前記循環口から吸引して、前記循環管路、前
記流液管路、前記消毒チューブ及び前記消毒用管路に送液して、前記給水管路に所定の時
間で消毒液を循環させる全管路消毒工程と、
　前記給水管路濯ぎ工程中に、前記３方電磁弁を前記流液管路側に切替えると共に、前記
チャンネルポンプを駆動して、前記水道水を前記循環口から吸引して、前記循環管路、前
記流液管路、消毒チューブ及び前記消毒用管路に送液して、前記給水管路に所定の時間で
前記水道水を循環させる全管路濯ぎ工程と、
　を実行することを特徴とする請求項５に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【請求項７】
　使用済みの内視鏡が収納され、洗滌液などを貯溜する洗滌消毒槽と、
　該洗滌消毒槽に設けられた水位センサと、
　水道蛇口からの水道水を濾過処理する第１のフィルタを備え、給水電磁弁が設けられた
給水管
路と、
　前記洗滌消毒槽に配設された循環口に接続された循環管路と、
　該循環管路と連通し、前記内視鏡の内視鏡管路に液体を供給し、チャンネルポンプ及び
チャンネル電磁弁が設けられたチャンネル管路と、
　前記循環管路と連通し、前記洗滌消毒槽に前記洗滌液などを循環し、流液ポンプ及び３
方電磁弁により前記給水管路に接続された流液管路と、
　該給水管路の前記フィルタよりも前記水道蛇口側と接続され、前記流液管路と連通し、
消毒液循環電磁弁が設けられた消毒液循環管路と、
　薬液タンクから消毒液を前記洗滌消毒槽に供給し、薬液ポンプが設けられた薬液管路と
、
　前記薬液タンク内に配置され、前記薬液管路の一端に設けられ、前記消毒液の異物を濾
過する第２のフィルタと、
　一端が前記薬液管路と接続され、他端が前記給水管路の前記第１のフィルタの２次側に
接続され、希釈電磁弁が設けられた希釈管路と、
　前記洗滌消毒槽の排水口に設けられ、貯溜する前記洗滌液又は前記水道水を外部の排水
口に排出する、或いは、前記消毒液を前記薬液タンクに回収するように切替を行う切替弁
と、
　前記水位センサからの検出信号が供給され、前記給水電磁弁、前記チャンネル電磁弁、
前記３方電磁弁、前記希釈電磁弁、前記チャンネルポンプ、前記流液ポンプ及び前記薬液
ポンプを駆動制御する制御部と、
　を具備し、
　前記制御部が前記流液管路の前記３方電磁弁を前記給水管路側に駆動して、前記希釈管
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路の前記希釈電磁弁を開き、前記水道水を前記希釈管路に供給して、前記薬液管路、前記
希釈管路、前記薬液タンク、前記薬液ポンプおよび前記第２のフィルタを濯ぐと共に、前
記第２のフィルタの目詰まりしている異物を除去して洗滌し、前記切替弁を前記排水口側
に開放して前記水道水を外部へ排出する工程を備えた内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項８】
　前記薬液ポンプを駆動し、前記薬液タンクから前記薬液管路を介して前記洗滌消毒槽に
前記消毒液を供給し、前記水位センサにより、前記消毒液が前記洗滌消毒槽の所定の水位
に達した検知信号が供給されると、前記３方電磁弁を前記給水管路側に駆動し、前記消毒
液循環電磁弁を開状態にして、前記薬液ポンプを停止すると共に、前記流液ポンプを駆動
し、前記消毒液を前記循環口から吸引して、前記循環管路、前記流液管路及び前記消毒液
循環管路に送液して、前記給水管路に所定の時間で消毒液を循環させ、前記切替弁を駆動
して、前記消毒液を前記薬液タンクに回収する給水管路消毒工程と、
　所定時間経過後、前記切替弁を閉状態にして、前記流液ポンプを停止し、前記給水電磁
弁を開状態にして、前記給水管路を介して前記洗滌消毒槽に前記水道水を供給し、前記水
位センサにより、前記水道水が前記洗滌消毒槽の所定の水位に達した検知信号が供給され
ると、前記流液ポンプを駆動し、前記水道水を前記循環口から吸引して、前記循環管路、
前記流液管路及び前記消毒液循環管路に送液して、前記給水管路に所定の時間で前記水道
水を循環させる給水管路濯ぎ工程と、
　を実行することを特徴とする請求項７に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【請求項９】
　さらに、前記内視鏡洗滌消毒装置は、前記チャンネル管路に一端が接続される流液チュ
ーブを有し、
　前記制御部は、
　前記給水管路消毒工程中に、前記チャンネルポンプを駆動して、チャンネル電磁弁を開
き、前記消毒液を前記循環口から吸引して、前記循環管路、前記チャンネル管路及び前記
流液チューブに送液して、所定の時間で消毒液を循環させる全管路消毒工程と、
　前記給水管路濯ぎ工程中に、前記３方電磁弁を前記流液管路側に切替えると共に、前記
流液ポンプを駆動して、前記水道水を前記循環口から吸引して、前記循環管路、前記チャ
ンネル管路及び前記流液チューブに送液して、所定の時間で前記水道水を循環させる全管
路濯ぎ工程と、
　を実行することを特徴とする請求項８に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【請求項１０】
　使用済みの内視鏡が収納される洗滌消毒槽と、
　水道蛇口からの水道水を濾過処理する給水フィルタを備えた給水管路と、
　前記内視鏡の外表面及び内視鏡管路に前記水道水、洗滌液及び消毒液を送液するための
複数の管路と、
　前記消毒液が貯留される薬液タンクに接続され、前記消毒液を前記洗滌消毒槽に供給し
、薬液ポンプが設けられ、一端に吸引フィルタを有する薬液管路と、
　前記給水フィルタの２次側において、前記給水管路に一端が接続され、他端が前記薬液
管路の中途に接続され、前記薬液タンク内の濃縮消毒液を希釈するための前記水道水を供
給する希釈管路と、
　前記給水管路及び複数の管路に夫々設けられる各電磁弁及び各ポンプを駆動制御するた
めの制御部と、
　を具備し、
　前記水道水は、前記薬液管路に前記希釈管路を介して供給され、前記薬液タンク側へ流
れることによって、前記吸引フィルタに付着する異物を除去して洗滌する内視鏡洗滌消毒
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、使用済みの内視鏡を自動的に洗滌消毒する内視鏡洗浄消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡は、医療分野及び工業用分野において広く利用されている。医療分野にお
いて用いられる内視鏡は、細長い挿入部を体腔内に挿入することによって、体腔内の臓器
を観察したり、必要に応じて処置具の挿通チャンネル内に挿入した処置具を用いて各種処
置をしたりすることができる。
【０００３】
　特に医療分野の内視鏡は、検査及び治療を目的として体腔内に挿入して使用されるもの
であるため、内視鏡を洗滌消毒することが必要である。この使用済みの内視鏡を洗滌消毒
する場合、例えば、内視鏡洗滌消毒装置が使用される場合がある。このとき内視鏡は、内
視鏡洗滌消毒装置の洗滌槽内にセットされ、洗滌、消毒、濯ぎ及び水切りがされる。
【０００４】
　また、内視鏡の内部には、送気送水管路、鉗子口など複数の管路を有している。これら
管路内は、十分に洗滌液及び消毒液が通過し、確実に洗滌及び消毒などされる必要がある
。
【０００５】
　このような、使用済みの内視鏡、その内部に有している各種管路などを洗滌及び消毒な
どする内視鏡洗滌消毒装置としては、例えば、特許文献１及び特許文献２に提案されてい
るものがある。
【特許文献１】特開２００１－２９９６９７号公報
【特許文献２】特開２００２－８５３５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上述の特許文献１及び特許文献２に記載される内視鏡洗滌消毒装置は、一般
に使用されている水道蛇口からの水道水が使用されている。この水道水は、生活用水であ
り、医療分野において使用するには内視鏡洗滌消毒装置の給水フィルタにより雑菌などが
除去される。
【０００７】
　この内視鏡洗滌消毒装置の給水フィルタは、定期的に交換する必要があり、給水フィル
タの交換時に給水系管路には大気中の雑菌などが入り込む可能性がある。そのため、内視
鏡洗滌消毒装置は、ユーザにより給水系管路の自動洗滌消毒工程を給水フィルタ交換後に
行ってもらう必要がある。
【０００８】
　また、長期間において、内視鏡洗滌消毒装置が使用されていない場合、装置内の管路に
雑菌などが繁殖している可能性があるため内視鏡洗滌消毒装置は、使用前に自動洗滌消毒
工程が行われる。
【０００９】
　上記目的を達成するための本発明による内視鏡洗滌消毒装置は、水道水を濾過処理する
第１のフィルタ及び開閉可能な第１の電磁弁を備え、内視鏡が配置される洗滌消毒槽に前
記水道水を供給するための給水管路と、薬液タンク及び第１のポンプに接続され、前記洗
滌消毒槽に消毒液を供給するための薬液管路と、前記洗滌消毒槽に供給された、前記水道
水及び前記消毒液を循環させるための第２のポンプ及び開閉可能な第２の電磁弁を備え、
前記内視鏡の管路に前記水道水及び前記消毒液を供給するためのポートを備えた第１の循
環管路と、前記洗滌消毒槽に供給された、前記水道水及び前記消毒液を循環させるための
第３のポンプを備え、開閉可能な第３の電磁弁を介して前記給水管路と接続され、前記洗
滌消毒槽に前記水道水及び前記消毒液を供給する第２の循環管路と、前記洗滌消毒槽と連
通し、前記給水管路に消毒液を供給する消毒用管路と、前記薬液タンク内に配置され、前
記薬液管路の一端に設けられ、前記消毒液の異物を濾過する第２のフィルタと、一端が前
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記薬液管路と接続され、他端が前記給水管路の前記第１のフィルタの２次側に第４の電磁
弁を介して接続された希釈管路と、前記各電磁弁及び前記各ポンプを駆動制御する制御部
と、を備え、前記制御部が前記各電磁弁、前記各ポンプ及び前記薬液ポンプを夫々駆動制
御することで、前記薬液タンク、前記薬液管路、および前記第２のフィルタを濯ぐと共に
、前記薬液管路に前記水道水を逆流させて、前記第２のフィルタに目詰まりしている異物
を除去して洗滌することを特徴とする。
【００１０】
　ところで、ユーザは、内視鏡洗滌消毒装置の給水管路の消毒時に、洗滌チューブを消毒
液ノズル及び所定のポートに接続する必要がある。そして、ユーザは、内視鏡洗滌消毒装
置の給水管路の消毒後に、洗滌チューブを取り外し、別の流し台などにより洗滌して、残
留する消毒液を洗い流す作業を行う必要がある。このとき、ユーザは、洗滌チューブに残
留する消毒液による被爆防止のため、ゴム手袋、マスクなどを着用して消毒液を洗い流す
という煩わしい作業を行う必要があった。
【００１１】
　本発明の目的は、上記事情に鑑みてなされたものであり、煩わしい作業を伴わず、確実
に装置内部の給水管路及び全管路を消毒することができる内視鏡洗滌消毒装置を提供する
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するため本発明による内視鏡洗滌消毒装置は、水道水を濾過処理するフ
ィルタ及び開閉可能な第１の弁を備え、内視鏡が配置される洗滌消毒槽に前記水道水を供
給するための給水管路と、薬液タンク及び第１のポンプに接続され、前記洗滌消毒槽に消
毒液を供給するための薬液管路と、前記洗滌消毒槽に供給された、前記水道水及び前記消
毒液を循環させるための第２のポンプ及び開閉可能な第２の弁を備え、前記内視鏡の管路
に前記水道水及び前記消毒液を供給するためのポートを備えた第１の循環管路と、前記洗
滌消毒槽に供給された、前記水道水及び前記消毒液を循環させるための第３のポンプを備
え、開閉可能な第３の弁を介して前記給水管路と接続され、前記洗滌消毒槽に前記水道水
及び前記消毒液を供給する第２の循環管路と、前記洗滌消毒槽と連通し、前記給水管路に
消毒液を供給する消毒用管路と、前記給水管路を消毒する第１のプログラムならびに、前
記第１の循環管路及び前記第２の循環管路を消毒する第２のプログラムを備え、各プログ
ラムに応じて前記各電磁弁及び前記各ポンプを駆動制御する制御部とを具備することを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、煩わしい作業を伴わず、確実に装置内部の給水管路及び全管路を消毒
することができる内視鏡洗滌装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
（第１の実施の形態）
　以下、図面を参照して本発明の第１の実施の形態を説明する。　
　図１は、本発明の一実施の形態を示す内視鏡洗滌消毒装置の斜視図、図２は、図１のト
ップカバーが開放され、洗滌消毒槽に内視鏡が収納自在な状態を示す内視鏡洗滌消毒装置
の斜視図である。
【００１５】
　同図に示すように、内視鏡洗滌消毒装置１は、使用済みの内視鏡１００を洗滌、消毒す
るための装置であり、装置本体２と、その上部に、例えば図示しない蝶番を介して開閉自
在に接続された蓋体であるトップカバー３とにより、主要部が構成されている。
【００１６】
　図１に示すように、トップカバー３が、装置本体２に閉じられている状態では、装置本
体２とトップカバー３とは、装置本体２及びトップカバー３の互いに対向する位置に配設
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された、例えばラッチ８により固定される構成となっている。
【００１７】
　装置本体２の操作者が近接する図中前面（以下、前面と称す）であって、例えば左半部
の上部に、洗剤／アルコールトレー１１が、装置本体２の前方へ引き出し自在に配設され
ている。
【００１８】
　洗剤／アルコールトレー１１には、内視鏡１００を洗滌するに際し用いる液体である洗
滌剤が貯留された洗剤タンク１１ａ、及び洗滌消毒後の内視鏡１００を乾燥する際に用い
られる液体であるアルコールが貯留されたアルコールタンク１１ｂが収納されており、洗
剤／アルコールトレー１１が、引き出し自在なことにより、各タンク１１ａ、１１ｂに、
所定に液体が補充できるようになっている。
【００１９】
　尚、洗剤／アルコールトレー１１には、２つの窓部１１ｍが設けられており、該窓部１
１ｍにより、各タンク１１ａ、１１ｂに注入されている洗滌剤及びアルコールの残量が操
作者によって確認できるようになっている。この洗滌剤は、給水フィルタ１７により濾過
処理がされた水道水により所定の濃度に希釈される濃縮洗剤である。本実施の形態では、
以下の説明において、前記洗滌剤と前記水道水との混合液を洗滌液という。
【００２０】
　また、装置本体２の前面であって、例えば右半部の上部に、カセットトレー１２が、装
置本体２の前方へ引き出し自在に配設されている。カセットトレー１２には、内視鏡１０
０を消毒する際に用いる、液体である、例えば過酢酸等の消毒液が注入された薬液ボトル
１２ａが収納されており、カセットトレー１２が、引き出し自在なことにより、薬液ボト
ル１２ａを所定にセットできるようになっている。
【００２１】
　さらに、装置本体２の前面であって、カセットトレー１２の上部に、洗滌消毒時間の表
示や、消毒液を加温するための指示釦等が配設されたサブ操作パネル１３が配設されてい
る。また、装置本体２の図中前面の下部に、装置本体２の上部に閉じられているトップカ
バー３を、操作者の踏み込み操作により、図２に示すように、装置本体２の上方に開くた
めのペダルスイッチ１４が配設されている。
【００２２】
　また、図２に示すように、装置本体２の上面の、例えば操作者が近接する前面側の両端
寄りに、装置本体２の洗滌、消毒動作スタートスイッチ、及び洗滌、消毒モード選択スイ
ッチ等の設定スイッチ類が配設されたメイン操作パネル２５が設けられている。
【００２３】
　また、装置本体２の上面であって、操作者が近接する前面に対向する側に、装置本体２
に水道水を供給するための、水道栓に接続されたホースが接続される給水ホース接続口３
１が配設されている。尚、給水ホース接続口３１には、水道水を濾過するメッシュフィル
タが配設されていてもよい。
【００２４】
　さらに、装置本体２の上面の略中央部に、内視鏡収納口をトップカバー３によって開閉
される、内視鏡１００が収納自在な洗滌消毒槽４が設けられている。洗滌消毒槽４は、槽
本体５０と該槽本体５０の内視鏡収納口の外周縁に連続して周設されたテラス部５１とに
より構成されている。
【００２５】
　槽本体５０は、使用後の内視鏡１００が洗滌消毒される際、該内視鏡１００が収納自在
であり、槽本体５０の槽内の面である底面５０ｔには、槽本体５０に供給された洗滌液、
水、アルコール、消毒液等を槽本体５０から排水するための排水口５５が設けられている
。
【００２６】
　また、槽本体５０の槽内の面である周状の側面５０ｓの任意の位置に、槽本体５０に供
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給された洗滌液、水、消毒液等を、槽本体５０から、後述する手段を介して内視鏡１００
の内部に配設された各管路に供給する、またはメッシュフィルタ等を介し、後述する給水
ノズル２４から槽本体５０に再度上記液体を供給するための循環口５６が設けられている
。尚、循環口には、洗滌液等を濾過するメッシュフィルタが設けられていても良い。
【００２７】
　尚、上述した循環口５６は、槽本体５０の底面５０ｔに設けられていてもよい。循環口
５６が槽本体５０の底面５０ｔに設けられていれば、内視鏡１００の各管路、または再度
槽本体５０への、洗滌液、水、消毒液等の供給タイミングを早めることができる。さらに
、ユーザが循環口５６に設けられたメッシュフィルタ等を交換するに際し、底面に設けら
れていると、操作者がアプローチしやすくなるといった利点がある。
【００２８】
　洗滌消毒槽４には、槽本体５０の背面側に図２では不図示の超音波振動子、不図示のヒ
ータと、槽本体５０の底面５０ｔの略中央部に給水管路消毒用ポート７と、洗滌ケース６
とが配設されている。この超音波振動子は洗滌消毒槽４に貯留される洗滌水、或いは水道
水に振動を与えて、内視鏡１００の外表面を超音波洗滌、或いは濯ぐものである。また、
ヒータは、洗滌消毒槽４内に貯留される洗滌液、水道水等を所定の温度に加熱するための
ものである。
【００２９】
　洗滌ケース６は、これに内視鏡１００の各スコープスイッチ等のボタン類、内視鏡１０
０に併設されている取り外し可能な部品を収容して、内視鏡１００と一緒に洗滌、消毒さ
せるものである。給水管路消毒用ポート７は、後述するように、洗滌チューブを介して、
装置内部の管路に消毒液を供給し、給水管路を消毒するものである。
【００３０】
　槽本体５０の側面５０ｓの任意の位置に、槽本体５０に供給された洗滌液、水、消毒液
等の水位を検出するカバー付き水位センサ３２が設けられている。　
　テラス部５１のテラス面５１ｔ以外の面、即ち槽本体５０の底面５０ｔと平行な面に、
槽本体５０に対し、洗剤タンク１１ａから、図示しないポンプにより、水道水により所定
の濃度に希釈される洗滌剤を供給するための洗剤ノズル２２及び、図示しない薬液タンク
から、図示しないポンプにより、消毒液を供給するための消毒液ノズル２３が配設されて
いる。
【００３１】
　さらに、テラス部５１の槽本体５０の底面５０ｔと平行な面に、槽本体５０に対し、給
水、または槽本体５０の循環口５６から吸引した洗滌液、水、消毒液等を、再度槽本体５
０に供給するための給水ノズル２４が配設されている。
【００３２】
尚、洗剤ノズル２２、消毒液ノズル２３及び給水ノズル２４は、テラス面５１ｔに配設さ
れていても良い。
【００３３】
　また、テラス部５１のテラス面５１ｔの操作者近接位置４ｋに対向する側の面５１ｆに
、内視鏡１００の内部に設けられた後述する管路に、洗滌液、水、アルコール、消毒液、
またはエア等を供給するための複数、ここでは２つの送気送水／鉗子口用ポート３３と、
鉗子起上用ポート３４と、漏水検知用ポート３５とが配設されている。
【００３４】
　次に、図３及び図４を参照して、メイン操作パネル２５及びサブ操作パネル１３につい
て説明する。図３は、内視鏡洗滌消毒装置のメイン操作パネルの平面、図４は内視鏡洗滌
消毒装置のサブ操作パネルの平面である。
【００３５】
　図３に示すように、メイン操作パネル２５には、図３の紙面に向かって見た右方下部側
に、内視鏡洗滌消毒装置１の駆動及び停止するためのスタートボタン２５ａ及びストップ
ボタン２５ｂが配設されている。また、メイン操作パネル２５には、ストップボタン２５
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ｂの左側から順に内視鏡のアルコールフラッシュを行うためのボタン２５ｃと、内視鏡の
漏水検知を行うボタン２５ｄが配設されている。これらのボタン２５ｃ、２５ｄの上部側
には、アルコールフラッシュ又は漏水検知の各駆動時に識別できるように、点灯するＬＥ
Ｄなどの発光体が配設されている。
【００３６】
　メイン操作パネル２５の略中央には、コード表示部２５ｆと、装置の駆動時間を表示す
る時間表示部２５ｇが配設されている。メイン操作パネル２５の各表示部２５ｆ、２５ｇ
の右上方の位置には、プログラム選択ボタン２５ｅが配設され、このプログラム選択ボタ
ン２５ｅの操作によりプログラムナンバーを表示するプログラム表示部２５ｈが配設され
ている。また、これらプログラム選択ボタン２５ｅ及びプログラム表示部２５ｈの上方に
は、洗滌工程、消毒工程及び濯ぎ工程の各工程時にＬＥＤなどの発光体により、ユーザが
目視により確認できる工程表示部２５ｉが設けられている。
【００３７】
　図４に示すように、サブ操作パネル１３には、図４の紙面に向かって見た下部側に複数
の操作ボタンが配設されている。これら複数の操作ボタンは、左側から順に、オートスタ
ートボタン１３ａ、送気ボタン１３ｂ、消毒液加温ボタン１３ｃ、第１のプログラムであ
る給水管路消毒プログラムを実行するための給水管路消毒ボタン１３ｄ、第２のプログラ
ムである全管路消毒プログラムを実行するための全管路消毒ボタン１３ｅ、消毒液排出ボ
タン１３ｆ及び消毒液調合ボタン１３ｇである。
【００３８】
　これらのボタン上方には、左から順にプログラムナンバー表示部１３ｊ、洗滌時間表示
部１３ｋ、消毒時間表示部１３ｌ、消毒液使用回数表示部１３ｍが配設されており、それ
ら表示部の更に右側に選択設定ボタン１３ｈ及びセットボタン１３ｉが配設されている。
【００３９】
　通常において、本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１は、メイン操作パネル２５の操作
により、使用済みの内視鏡１００を洗滌／消毒する場合、プログラム選択ボタン２５ｅの
操作とスタートボタン２５ａの操作により、予め設定された洗滌／消毒プログラムによっ
て動作を行う。この洗滌／消毒プログラムは、ユーザにより任意に洗滌時間、消毒時間な
どを設定することが可能であり、その設定を行う際にサブ操作パネル１３の各種ボタンに
より行われる。
【００４０】
　また、本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１は、サブ操作パネル１３に設けられた給水
管路消毒ボタン１３ｄ及び全管路消毒ボタン１３ｅのＯＮ操作により、装置内部の各管路
の消毒が行えることが特徴である。この装置内部の各管路の消毒については、後に詳しく
説明する。
【００４１】
　次に、図５に基づいて、本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１の内部構成について説明
する。図５は、内視鏡洗滌消毒装置１の内部構成を示す図である。　
　図５に示すように、内視鏡洗滌消毒装置１は、給水ホース接続口３１が給水ホース３１
ａの一端と接続され、この給水ホース３１ａの他端が外部の水道蛇口５に接続されること
により、水道水が供給されている。
【００４２】
　給水ホース接続口３１は、給水管路９の一端と連通している。この給水管路９は、他端
が３方電磁弁１０（第３の弁とする。）に接続されており、管路の中途において、給水ホ
ース接続口３１側から順に、給水電磁弁１５（第１の弁とする。）、逆止弁１６及び給水
フィルタ１７が介装されている。尚、給水フィルタ１７は、定期的に交換できるように、
カートリッジタイプの濾過フィルタである。従って、上述したように、水道水は、給水フ
ィルタ１７を通過することにより異物除去される。
【００４３】
　３方電磁弁１０は、流液管路１８（第２の循環管路とする。）の一端と接続されており



(10) JP 4485384 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

、給水ノズル２４への給水管路９又は流液管路１８との連通を内部の弁によって切替動作
を行う。つまり、給水ノズル２４は、３方電磁弁１０の切替動作により、給水管路９又は
流液管路１８のどちらか一方と連通する。また、流液管路１８の他端側には、流液ポンプ
１９（第３のポンプとする。）が介装されている。
【００４４】
　洗滌消毒槽４に配設された循環口５６は、循環管路２０の一端に接続されている。循環
管路２０の他端は、前記流液管路１８の他端及びチャンネル管路２１の一端と連通するよ
うに、２つに分岐している。チャンネル管路２１（第１の循環管路とする。）の他端は、
上述した各送気送水／鉗子口用ポート３３に連通している（尚、図５においては、各送気
送水／鉗子口用ポート３３は１つのみ図示している）。
【００４５】
　前記チャンネル管路２１は、管路の中途において、前記一端側から順に、チャンネルポ
ンプ２６（第２のポンプとする。）、チャンネルブロック２７、ＣＨ（チャンネル）電磁
２８（第２の弁とする。）及び逆止弁２９が介装されている。チャンネルブロック２７と
ＣＨ電磁弁２８の間におけるチャンネル管路２１には、洗滌ケース６と一端が接続してい
るケース用管路３０の他端が接続されている。このケース用管路３０には、リリーフ弁３
６が介装されている。
【００４６】
　また、洗滌消毒槽４に設置された給水管路消毒用ポート７には、消毒用管路３７の一端
が接続されており、この消毒用管路３７の他端は給水フィルタ１７と逆止弁１６との間に
おいて、給水管路９に接続されている。また、消毒用管路３７には、給水管路消毒用ポー
ト７側に逆止弁３８が介装されている。
【００４７】
　洗剤ノズル２２は、洗滌剤管路３９の一端と接続されており、洗滌剤管路３９の他端は
、洗剤タンク１１ａに接続されている。この洗滌剤管路３９には、その中途に洗滌剤供給
ポンプ４０が介装されている。
【００４８】
　アルコールタンク１１ｂは、アルコール管路４１の一端と接続されており、このアルコ
ール管路４１はチャンネル管路２１と所定に連通するように、チャンネルブロック２７に
接続されている。このアルコール管路４１には、アルコールタンク１１ｂ側にアルコール
供給ポンプ４２と、チャンネルブロック２７側に電磁弁４３が介装されている。
【００４９】
　また、チャンネルブロック２７には、エアポンプ４５からの空気を供給するためのエア
管路４４の一端が所定にチャンネル管路２１と連通するように接続されている。このエア
管路４４は、他端が前記エアポンプ４５に接続されており、チャンネルブロック２７側に
逆止弁４７と、エアポンプ４５側に定期的に交換されるエアフィルタ４６が介装されてい
る。
【００５０】
　洗滌消毒槽４の排水口５５には、弁の切替動作により、外部へ洗滌液等を排出したり、
薬液タンク５８に消毒液を回収したりするための切替弁５７が配設されている。この切替
弁５７は、外部排水口へ接続される不図示の排水ホースと一端が接続されて連通する排水
管路５９の他端と接続されており、この排水管路５９には排水ポンプ６０が介装されてい
る。また、切替弁５７は、薬液回収管路６１の一端と接続され、この薬液回収管路６１の
他端は薬液タンク５８に接続されている。
【００５１】
　薬液タンク５８は、薬液ボトル１２ａからの消毒液が供給されるように、薬液供給管路
６２の一端とも接続されている。この薬液供給管路６２の他端は、カセットトレー１２に
所定に接続されている。
【００５２】
　また、薬液タンク５８内には、一端に吸引フィルタ６３が設けられた薬液管路６４の前
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記一端部分が所定に収容されている。この薬液管路６４は、他端が消毒液ノズル２３に接
続されており、薬液ポンプ６５（第１のポンプとする。）が介装されている。　
　尚、洗滌消毒槽４の底面５０ｔの背面には、上述したように、複数の、本実施の形態に
おいては２つの超音波振動子５２と、ヒータ５３とが配設されている。また、ヒータ５３
の温度調節のため、洗滌消毒槽４の底面５０ｔの略中央には、制御部７０に検知結果を供
給する温度検知センサ５３ａが設けられている。
【００５３】
　このヒータ５３は、洗滌消毒槽４内に貯留され、装置内を循環する消毒液を所定の温度
に加温するためのものである。尚、消毒液は、その消毒効果が最も期待できる適正温度が
ある。この適正温度である前記所定の温度までヒータ５３によって加温された消毒液は、
内視鏡１００を有効的に消毒することができる。
【００５４】
　また、温度検知センサ５３ａは、洗滌消毒槽４内に貯留され、装置内を循環する消毒液
の液温を検知し、その検知結果を制御部７０へ供給する。そして、制御部７０は、温度検
知センサ５３ａからの検知結果に基づいて、前記消毒液を前記所定の温度に保つように、
ヒータ５３を駆動、停止する制御を行う。
【００５５】
　また、内視鏡洗滌消毒装置１の内部には、外部のＡＣコンセントから電力が供給される
電源７１と、この電源７１と電気的に接続される制御部７０が設けられている。この制御
部７０は、図３及び図４に示したメイン操作パネル２５及びサブ操作パネル１３からの各
種信号が供給され、上述した各ポンプ、各電磁弁などを駆動制御する。
【００５６】
　次に、以上のように構成された本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１の作用について図
６～図１０を参照しながら従来の内視鏡洗滌消毒装置と比較できるように説明する。図６
は、従来の内視鏡洗滌消毒装置の内部構成を示し、給水系管路を消毒する際の作用を説明
するための概略構成図、図７は、従来の内視鏡洗滌消毒装置の給水管路を消毒する際の制
御部が行うフローチャート図、図８は本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１の内部構成を
示し、各種管路を消毒する際の作用を説明するための概略構成図、図９は、内視鏡洗滌消
毒装置１の給水管路９を消毒する際の制御部７０が行う制御の流れ例を示すフローチャー
ト図、図１０は内視鏡洗滌消毒装置１の全管路を消毒する際の制御部７０が行う制御の流
れ例を示すフローチャート図である。　
　尚、内視鏡洗滌消毒装置１の作用は、内視鏡１００の各管路内を洗滌消毒する際の作用
は、周知であるため、その詳細な説明は省略し、本発明の特徴である装置内部の各種管路
を消毒する作用についてのみ説明する。
【００５７】
　先ず、図６及び図７に基づいて、従来の内視鏡洗滌消毒装置の給水系管路の消毒につい
て説明する。この従来の内視鏡洗滌消毒装置は、本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１の
各構成と同じであるため、それらの詳細な説明を省略し、各構成の符号には、本実施の形
態の内視鏡洗滌消毒装置１と同じ構成の符号を付けて説明する。
【００５８】
　従来の内視鏡洗滌消毒装置において、ユーザは、給水フィルタ１７を交換した後に、給
水フィルタ１７の２次側となる３方電磁弁１０側の給水管路９に雑菌が入り込んでいる可
能性があるため、薬液タンク５８に貯留される消毒液を給水管路９に循環させる。このと
き、ユーザは、消毒チューブ７５の一端にあるコネクタ７５ａを消毒液ノズル２３の排出
口に接続し、消毒チューブ７５の他端にあるコネクタ７５ｂを給水管路消毒用ポート７に
接続する。尚、長期間使用していなかった内視鏡洗滌消毒装置についても、給水管路９の
消毒を行うため、同じ作業を行う。
【００５９】
　そして、ユーザは、内視鏡洗滌消毒装置の操作パネルにある給水管路消毒ボタンを押し
、給水管路９の消毒を行う。この給水管路９の消毒時において、装置内部の制御部７０が
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行う各種ポンプ及び各電磁弁を制御する動作の流れ例について、図７のフローチャートの
各ステップ（Ｓ）に従って説明する。
【００６０】
　図７に示すように、給水管路消毒ボタンの操作によりサブ操作パネル１３からのＯＮ信
号が供給された制御部７０は、排水口５５に設けられた切替弁５７を薬液タンク５８側へ
駆動し（Ｓ１）、薬液管路６４に設けられた薬液ポンプ６５を駆動する（Ｓ２）。そして
、制御部７０は、流液管路１８に設けられる３方電磁弁１０を給水管路９と給水ノズル２
４が連通するように駆動する。
【００６１】
　これにより、薬液タンク５８に貯留されている消毒液は、薬液ポンプ６５の駆動により
、薬液管路６４内を通って、消毒液ノズル２３に送液される。そして、消毒液は、消毒液
ノズル２３と接続されている消毒チューブ７５を介して、給水管路消毒用ポート７から消
毒用管路３７に送液される。
【００６２】
　消毒用管路３７に送液された消毒液は、給水フィルタ１７の一次側から給水管路９に送
られ、給水フィルタ１７を通って、３方電磁弁１０を介して、給水ノズル２４から洗滌消
毒槽４内に流れ込む。そして、消毒液は、排水口５５から切替弁５７を介して、薬液回収
管路６１を通って、再度薬液タンク５８に回収される。
【００６３】
　制御部７０は、所定の時間において、消毒液を上述したように装置内部で循環させた後
、薬液ポンプ６５を停止する（Ｓ４）。その後、装置内部を循環していた消毒液は、洗滌
消毒槽４の排水口５５から切替弁５７を介して、薬液回収管路６１を通って、薬液タンク
５８に回収される。
【００６４】
　以上説明したように、従来の内視鏡洗滌消毒装置において、給水管路消毒工程を行うだ
けでは、装置内部の管路の消毒において、給水フィルタ１７の一次側から、２次側にかけ
て給水ノズル２４までのみしか消毒が行えない。
【００６５】
　また、ユーザは、従来の内視鏡洗滌消毒装置の給水管路９の消毒後に、消毒液ノズル２
３及び給水管路消毒用ポート７に接続されている流液チューブを兼ねる消毒チューブ７５
を取り外す際、消毒チューブ７５及び洗滌消毒槽４に残留する消毒液により被爆しないよ
うに、ゴム手袋、マスクなどを装着して行う必要がある。さらに、ユーザは、消毒チュー
ブ７５を別の流し台などにより洗滌して、残留する消毒液を洗い流す作業を行う必要があ
る。
【００６６】
　そこで、本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１においては、図８、図９及び図１０を参
照して、従来と同様に給水フィルタ１７が交換されたり、長期間使用していなかった場合
、以下に説明する制御部７０の各種ポンプ及び電磁弁の制御方法にて装置内部の給水管路
及び全管路を選択的に消毒することができる構成となっている。
【００６７】
　先ず、ユーザは、消毒チューブ７５のコネクタ７５ａを２つの送気送水／鉗子口用ポー
ト３３のうち、１つを選択して接続し、消毒チューブ７５のコネクタ７５ｂを給水管路消
毒用ポート７に接続する。そして、内視鏡洗滌消毒装置１のサブ操作パネル１３にある給
水管路消毒プログラムを実行するための給水管路消毒ボタン１３ｄ又は全管路消毒プログ
ラムを実行するための全管路消毒ボタン１３ｅを押し、装置内部の給水管路９又は全管路
の消毒を選択的に行う。　
　始めに、ユーザにより、サブ操作パネル１３の給水管路消毒ボタン１３ｄにより給水管
路消毒プログラムが選択され、給水管路９の消毒を行う際に、制御部７０が行う各種ポン
プ及び各電磁弁を制御する動作の流れ例について、図９のフローチャートの各ステップ（
Ｓ）に従って説明する。
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【００６８】
　制御部７０は、サブ操作パネル１３の給水管路消毒ボタン１３ｄのＯＮ信号が入力され
ると、薬液ポンプ６５に駆動信号を供給し、薬液ポンプ６５を駆動する（Ｓ１１）。この
とき、薬液タンク５８に貯留されている消毒液は、吸引フィルタ６３から薬液管路６４内
に薬液ポンプ６５によって吸い上げられ、消毒液ノズル２３から洗滌消毒槽４内に流れ込
む。
【００６９】
　そして、制御部７０は、３方電磁弁１０に駆動信号を供給し、給水管路９と給水ノズル
２４が連通するように、３方電磁弁１０を駆動する（Ｓ１２）。しばらくすると、消毒液
が洗滌消毒槽４に貯溜され、所定の水位になると、水位センサ３２が消毒液の前記所定の
水位を検知して、その検知信号が制御部７０に供給される（Ｓ１３）。
【００７０】
　次に、制御部７０は、薬液ポンプ６５に駆動停止信号を供給して薬液ポンプ６５を停止
させ、チャンネルポンプ２６に始動信号を供給してチャンネルポンプ２６を駆動し（Ｓ１
４）、ＣＨ電磁弁２８に開信号を供給してＣＨ電磁弁２８を開く（Ｓ１５）。このとき、
洗滌消毒槽４に貯留された消毒液は、チャンネルポンプ２６により、循環口５６から循環
管路２０に送られ、チャンネル管路２１内を通って、チャンネルブロック２７、ＣＨ電磁
弁２８及び逆止弁２９を介して、各送気送水／鉗子口用ポート３３から消毒チューブ７５
、給水管路消毒用ポート７、給水フィルタ１７、給水管路９及び３方電磁弁１０を介して
、再度洗滌消毒槽４に流出する。また、消毒液は、チャンネルブロック２７を通過後の２
次側において、チャンネル管路２１に接続されたケース用管路３０にも流れ込み、リリー
フ弁３６を介して、洗滌ケース６から洗滌消毒槽４に流出する。
【００７１】
　こうして、消毒液は、洗滌消毒槽４内に貯留した所定の水位において、洗滌消毒槽４の
槽内を消毒すると共に、給水管路９内、循環管路２０内及びチャンネル管路２１内を循環
する。尚、このとき、消毒液は、アルコール管路４１内及びエア管路４４内には、電磁弁
４３、逆止弁４７により、流入されない。
【００７２】
　次に、制御部７０は、所定時間経過後に、切替弁５７に切替信号を供給して、薬液回収
管路６１側に切替弁５７を駆動する（Ｓ１６）。そして、制御部７０は、さらに所定時間
経過後、切替弁５７に閉信号を供給して切替弁を閉じ（Ｓ１７）、チャンネルポンプ２６
に駆動停止信号を供給してチャンネルポンプ２６を停止する（Ｓ１８）。これにより、洗
滌消毒槽４に貯溜されている消毒液は、排水口５５から薬液回収管路６１内に流れ込み、
薬液タンク５８内に回収される。
【００７３】
　従って、給水管路消毒プログラムが選択操作された内視鏡洗滌消毒装置１は、所定の水
位における洗滌消毒槽４の槽内、給水管路９内、循環管路２０内、チャンネル管路２１内
及びケース用管路３０内を確実に消毒することができる。以上説明したステップＳ１～ス
テップＳ１８までの制御部７０が行うルーチンを内視鏡洗滌消毒装置１における給水管路
消毒工程とする。
【００７４】
　尚、給水管路消毒工程の際に、洗滌消毒槽４に貯留されている消毒液は、ヒータ５３に
より、上述した、消毒効果が最も期待できる適正温度まで、加温される。このとき、制御
部７０は、温度検知センサ５３ａからの検知結果に基づいて、ヒータ５３に駆動信号を供
給する。すなわち、ヒータ５３は、前記消毒液を前記適正温度まで加温し続ける。
【００７５】
　また、制御部７０は、温度検知センサ５３ａからの検知結果に基づいて、前記消毒液が
前記適正温度となった場合、ヒータ５３の駆動を停止する。その後、装置内を循環してい
る前記消毒液の温度が低下すると、制御部７０は、温度検知センサ５３ａの検出結果に基
づいて、再度、ヒータ５３を駆動させることにより、前記消毒液が前記適正温度まで加温
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される。このように、温度検知センサ５３ａの検出結果に基づいて、制御部７０によるヒ
ータ５３の駆動／停止の制御により、洗滌消毒槽４に貯留され、装置内を循環する消毒液
は、消毒効果が最も期待できる適正温度に保たれる。
【００７６】
　消毒液が薬液タンク５８に回収される十分な時間経過後に、制御部７０は、給水電磁弁
１５に開信号を供給して給水電磁弁１５を開く（Ｓ１９）。これにより、水道蛇口５から
の濯ぎ水である水道水は、給水ホース３１ａ内を通って、給水ホース接続口３１を介して
、給水管路９内に流れ込む。そして、水道水は、給水電磁弁１５及び逆止弁１６を通って
、給水フィルタ１７により濾過され、３方電磁弁１０によって給水ノズル２４側に流れ、
洗滌消毒槽４内に流出される。
【００７７】
　この洗滌消毒槽４内に貯溜される水道水が所定の水位に達すると、水位センサ３２が検
知して、その検知信号が制御部７０に供給される（Ｓ２０）。そして、制御部７０は、チ
ャンネルポンプ２６に始動信号を供給してチャンネルポンプ２６を駆動し（Ｓ２１）、給
水電磁弁１５に閉信号を供給して給水電磁弁１５を閉じる（Ｓ２２）。こうして、洗滌消
毒槽４内の水道水は、チャンネルポンプ２６により、循環口５６から吸引され循環管路２
０を通って、チャンネル管路２１内に流れ込み、チャンネルブロック２７、ＣＨ電磁弁２
８及び逆止弁２９を介して、各送気送水／鉗子口用ポート３３から消毒チューブ７５、給
水管路消毒用ポート７、給水フィルタ１７、給水管路９及び３方電磁弁１０を介して、再
度洗滌消毒槽４内に流出する。また、水道水は、チャンネル管路２１に接続されたケース
用管路３０にも流れ込み、リリーフ弁３６を介して、洗滌ケース６から洗滌消毒槽４に流
出する。
【００７８】
　こうして、濯ぎ水である水道水は、洗滌消毒槽４内に貯留した所定の水位において、洗
滌消毒槽４の槽内を濯ぐと共に、給水管路９内、循環管路２０内、チャンネル管路２１内
及びケース用管路３０内を循環し、残留する消毒液を濯ぐ。
【００７９】
　そして、制御部７０は、所定時間経過後に、切替弁５７に切替信号を供給して切替弁５
７を排水管路５９側へ駆動し（Ｓ２３）、排水ポンプ６０に始動信号を供給して排水ポン
プ６０を駆動する（Ｓ６０）。こうして、洗滌消毒槽４に貯溜し、装置内部で循環してい
る水道水は、排水ポンプ６０により、洗滌消毒槽４の排水口５５から切替弁５７を介して
、排水管路５９内へ吸引され、外部排水口へと流出する。　
　所定時間経過後に、制御部７０は、チャンネルポンプ２６及び排水ポンプ６０に駆動停
止信号を夫々供給して、それら各ポンプ２６、６０の駆動を停止し（Ｓ２４）、全てのル
ーチンを終了する。
【００８０】
　従って、内視鏡洗滌消毒装置１は、所定の水位における洗滌消毒槽４の槽内、給水管路
９内、循環管路２０内、チャンネル管路２１内及びケース用管路３０内を確実に濯ぎ、残
留する消毒液を排水することができる。以上説明したステップＳ１９～ステップＳ２５ま
での制御部７０が行うルーチンを内視鏡洗滌消毒装置１における給水管路濯ぎ工程とする
。
【００８１】
　以上の結果、本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１は、サブ操作パネル１３の給水管路
消毒ボタン１３ｄが選択操作されると、所定の水位における洗滌消毒槽４の槽内、給水管
路９内、循環管路２０内、チャンネル管路２１内及びケース用管路３０内を確実に消毒し
、残留する消毒液を濯ぎ、排水することができる。
【００８２】
　次に、ユーザにより、サブ操作パネル１３の全管路消毒ボタン１３ｅにより全管路消毒
プログラムが選択され、各管路の消毒を行う際に、制御部７０が行う各種ポンプ及び各電
磁弁を制御する動作の流れ例について、図１０のフローチャートの各ステップ（Ｓ）に従
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って説明する。　
　尚、以下の図１フローチャートの説明において、制御部７０が行う各ルーチンにおいて
、図１０のステップ３１～ステップ３５、ステップ３９、ステップ４２～ステップ４５及
びステップ４９は、図９のステップ１１～ステップ１５、ステップ１７、ステップ１９～
ステップ２２及びステップ２４と夫々同じ動作であるため、それらの説明を省略又は簡略
して行う。
【００８３】
　ユーザにより、サブ操作パネル１３の全管路消毒ボタン１３ｅが選択操作されると、制
御部７０は、上述した図９のステップＳ１１～Ｓ１５と同じように、図１０のステップＳ
３１～ステップ３５の各ポンプ及び各電磁弁の制御動作を行う。
【００８４】
　消毒液は、ステップ３４のチャンネルポンプ２６が駆動され、ステップ３５のＣＨ電磁
弁２８を開いたことにより、洗滌消毒槽４内に貯留した所定の水位において、洗滌消毒槽
４の槽内を消毒すると共に、給水管路９内、循環管路２０内、チャンネル管路２１内及び
ケース用管路３０内を循環しながら消毒する。
【００８５】
　所定時間経過後に、制御部７０は、３方電磁弁１０に切替信号を供給して３方電磁弁１
０を流液管路１８側に駆動し（Ｓ３６）、チャンネルポンプ２６に駆動停止信号を供給し
てチャンネルポンプ２６を停止し、流液ポンプ１９に始動信号を供給して流液ポンプ１９
を駆動する（Ｓ３７）。これにより、洗滌消毒槽４に貯留している消毒液は、流液ポンプ
１９の吸引により、循環口５６から循環管路２０内を経て、流液管路１８内を通って、給
水ノズル２４から再度洗滌消毒槽４に流出する。
【００８６】
　こうして、消毒液は、洗滌消毒槽４内に貯留した所定の水位において、洗滌消毒槽４の
槽内を消毒すると共に、給水管路９内、循環管路２０内及び流液管路１８内を循環しなが
ら消毒する。
【００８７】
　次に、制御部７０は、所定時間経過後に、切替弁５７に切替信号を供給して、薬液回収
管路６１側に切替弁５７を駆動する（Ｓ３８）。そして、制御部７０は、さらに所定時間
経過後、切替弁５７に閉信号を供給して切替弁５７を閉じ（Ｓ３９）、流液ポンプ１９に
駆動停止信号を供給して流液ポンプ１９を停止する（Ｓ４０）。これにより、洗滌消毒槽
４に貯溜されている消毒液は、排水口５５から薬液回収管路６１内に流れ込み、薬液タン
ク５８内に回収される。
【００８８】
　従って、内視鏡洗滌消毒装置１は、所定の水位における洗滌消毒槽４の槽内、給水管路
９内、循環管路２０内、チャンネル管路２１内、流液管路１８内及びケース用管路３０内
を確実に消毒することができる。以上説明したステップＳ３１～ステップＳ４０までの制
御部７０が行うルーチンを内視鏡洗滌消毒装置１における全管路消毒工程とする。
【００８９】
　消毒液が薬液タンク５８に回収される十分な所定の時間経過後に、制御部７０は、３方
電磁弁１０に切替信号を供給して、３方電磁弁１０を給水管路９側へ駆動し（Ｓ４１）、
給水電磁弁１５に開信号を供給して給水電磁弁１５を開く（Ｓ４２）。これにより、水道
蛇口５からの濯ぎ水である水道水は、給水ノズル２４から洗滌消毒槽４内に流出される。
【００９０】
　この洗滌消毒槽４内に貯溜される水道水が所定の水位に達すると、水位センサ３２が検
知して、その検知信号が制御部７０に供給される（Ｓ４３）。そして、制御部７０は、チ
ャンネルポンプ２６に始動信号を供給してチャンネルポンプ２６を駆動し（Ｓ４４）、給
水電磁弁１５に閉信号を供給して、給水電磁弁１５を閉じる（Ｓ４５）。こうして、洗滌
消毒槽４内の濯ぎ水である水道水は、洗滌消毒槽４内に貯留した所定の水位において、洗
滌消毒槽４の槽内を濯ぐと共に、給水管路９内、循環管路２０内、チャンネル管路２１内
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及びケース用管路３０内を循環し、残留する消毒液を濯ぐ。
【００９１】
　所定時間経過後に、制御部７０は、３方電磁弁１０に切替信号を供給して、３方電磁弁
１０を流液管路１８側に切替駆動し（Ｓ４６）、チャンネルポンプ２６に駆動停止信号を
供給してチャンネルポンプ２６を停止し、流液ポンプ１９に始動信号を供給して流液ポン
プ１９を駆動する（Ｓ４７）。こうして、濯ぎ水である水道水は、洗滌消毒槽４内に貯留
した所定の水位において、さらに、洗滌消毒槽４の槽内及び循環管路２０を濯ぐと共に、
主に流液管路１８内を循環し、残留する消毒液を濯ぐ。
【００９２】
　所定時間経過後に、制御部７０は、切替弁５７に切替信号を供給して、切替弁５７を排
水管路５９側へ駆動し（Ｓ４８）、排水ポンプ６０に始動信号を供給して排水ポンプ６０
を駆動する（Ｓ４９）。こうして、洗滌消毒槽４に貯溜し、装置内部で循環している水道
水は、排水ポンプ６０により、洗滌消毒槽４の排水口５５から切替弁５７を介して、排水
管路５９内へ吸引され、外部排水口へと流出する。　
　所定時間経過後に、制御部７０は、流液ポンプ１９及び排水ポンプ６０に駆動停止信号
を供給して、それら各ポンプ１９、６０を停止し（Ｓ５０）、全てのルーチンを終了する
。
【００９３】
　従って、内視鏡洗滌消毒装置１は、所定の水位における洗滌消毒槽４の槽内、給水管路
９内、循環管路２０内、チャンネル管路２１内、流液管路１８内及びケース用管路３０内
を確実に濯ぎ、残留する消毒液を排水することができる。以上説明したステップＳ４１～
ステップＳ５０までの制御部７０が行うルーチンを内視鏡洗滌消毒装置１における全管路
濯ぎ工程とする。
【００９４】
　尚、上述したように、給水管路消毒工程と同様にして全管路濯ぎ工程の際に、洗滌消毒
槽４に貯留されている消毒液は、ヒータ５３により、上述した、消毒効果が最も期待でき
る適正温度まで、加温される。このとき、制御部７０は、温度検知センサ５３ａからの検
知結果に基づいて、ヒータ５３に駆動信号を供給する。すなわち、ヒータ５３は、前記消
毒液を前記適正温度まで加温し続ける。
【００９５】
　また、制御部７０は、温度検知センサ５３ａからの検知結果に基づいて、前記消毒液が
前記適正温度となった場合、ヒータ５３の駆動を停止する。その後、装置内を循環してい
る前記消毒液の温度が低下すると、制御部７０は、温度検知センサ５３ａの検出結果に基
づいて、再度、ヒータ５３を駆動させることにより、前記消毒液が前記適正温度まで加温
される。このように、温度検知センサ５３ａの検出結果に基づいて、制御部７０によるヒ
ータ５３の駆動／停止の制御により、洗滌消毒槽４に貯留され、装置内を循環する消毒液
は、消毒効果が最も期待できる適正温度に保たれる。
【００９６】
　以上の結果、本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１は、洗滌消毒槽４の消毒と共に、ユ
ーザにより選択的に、主に給水フィルタ１７の一次側から、２次側にかけて給水ノズル２
４までの給水管路９を消毒し、循環管路２０、チャンネル管路２１及びケース用管路３０
の消毒を行う給水管路消毒プログラムと、使用済みの内視鏡１００の外表面及び各種チャ
ンネルに洗滌液、消毒液及び濯ぎ水を供給するための循環管路２０、チャンネル管路２１
及び流液管路１８と、前記内視鏡１００の各種付属品を収納する洗滌ケース６へ洗滌液、
消毒液及び濯ぎ水を供給するためのケース用管路３０の消毒を行う全管路消毒プログラム
とを備えている。
【００９７】
　また、内視鏡洗滌消毒装置１は、給水管路消毒プログラムと全管路消毒プログラムにお
いて、消毒された各管路及び洗滌消毒槽４を水道水により濯ぐ工程が備わっており、消毒
液ノズル２３及び給水管路消毒用ポート７に接続されている消毒チューブ７５も同時に濯
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ぐことができる。そのため、ユーザは、内視鏡洗滌消毒装置１の給水管路消毒プログラム
又は全管路消毒プログラムの後に、消毒チューブ７５を取り外す際、消毒チューブ７５及
び洗滌消毒槽４に消毒液が残留していないため、ゴム手袋、マスクなどを装着する必要も
なく、消毒液による被爆することがない。さらに、ユーザは、消毒チューブ７５を別の流
し台などにより洗滌行う必要もなくなる。
【００９８】
　さらに、温度検知センサ５３ａの検出結果に基づいて、洗滌消毒槽４に貯留され、装置
内を循環する消毒液は、ヒータ５３の駆動／停止により、消毒効果が最も期待できる適正
温度に保たれる。このため、本実施形態の内視鏡洗滌消毒装置１は、内視鏡１００の消毒
に加え、装置内の管路を効果的に消毒することが可能である。
【００９９】
（第２の実施の形態）
　次に、図面を参照して本発明の第２の実施の形態を説明する。図１１は、内視鏡洗滌消
毒装置の内部を示す概略構成図、図１２は、内視鏡洗滌消毒装置の給水管路を消毒する際
の制御部が行う制御の流れ例を示すフローチャート図、図１３は、内視鏡洗滌消毒装置の
全管路を消毒する際の制御部が行う制御の流れ例を示すフローチャート図である。
【０１００】
　尚、本実施の形態において、第１の実施の形態にて既に記述した内視鏡洗滌消毒装置１
と同じ構成には、同じ符号を付して説明を省略し、異なる構成、作用、効果のみを主に説
明する。
【０１０１】
　図１１に示すように、本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１´は、第１の実施の形態の
内視鏡洗滌消毒装置１の洗滌ケース６に配設される給水管路消毒用ポート７を有しておら
ず、これに伴い、逆止弁３８が介装された消毒用管路３７も有していない。その代わりと
して、内視鏡洗滌消毒装置１´には、流液管路１８と給水管路９の給水フィルタ１７の一
次側となる側とが連通するように、夫々の管路１８、９に接続された消毒液循環管路７６
が配設されている。
【０１０２】
　詳しくは、消毒液循環管路７６は、一端が３方分岐コネクタ４８により、流液管路１８
と接続され、他端が給水フィルタ１７と逆止弁１６との間における給水管路９と接続され
ている。この消毒液循環管路７６には、３方分岐コネクタ４８に接続している前記一端側
から順に、消毒液循環電磁弁７７と、逆止弁７８とが介装されている。
【０１０３】
　また、３方分岐コネクタ４８は、消毒液循環管路７６において、３方電磁弁１０の１次
側、つまり、消毒液循環電磁弁７７側となる部分であって、この３方電磁弁１０との間の
距離が殆ど存在しない状態で接続されている。これにより、通常の工程中に、流液ポンプ
１９から送られる洗滌液、消毒液は、３方電磁弁１０が給水管路９と給水ノズル２４とを
連通する状態のときに、給水フィルタ１７の一次側から迂回しても、全ての流液管路１８
内に接触した状態で流れる。
【０１０４】
　以上のように構成された本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１´の作用について図１２
及び図１３に基づいて説明する。　
　始めに、ユーザにより、サブ操作パネル１３の給水管路消毒ボタン１３ｄにより給水管
路消毒プログラムが選択され、給水管路９の消毒を行う際に、制御部７０が行う各種ポン
プ及び各電磁弁を制御する動作の流れ例について、図１２のフローチャートの各ステップ
（Ｓ）に従って説明する。尚、以下の説明において、第１の実施の形態にて記載した動作
と重複する部分に関しては、簡略して説明する。
【０１０５】
　制御部７０は、サブ操作パネル１３の給水管路消毒ボタン１３ｄのＯＮ信号が入力され
ると、薬液ポンプ６５に駆動信号を供給し、薬液ポンプ６５を駆動する（Ｓ６１）。この



(18) JP 4485384 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

とき、薬液タンク５８に貯留されている消毒液は、消毒液ノズル２３から洗滌消毒槽４内
に流れ込む。　
　しばらくすると、消毒液が洗滌消毒槽４に貯溜され、所定の水位になると、水位センサ
３２が消毒液の前記所定の水位を検知して、その検知信号が制御部７０に供給される（Ｓ
６２）。そして、制御部７０は、３方電磁弁１０に駆動信号を供給し、給水管路９と給水
ノズル２４が連通するように、３方電磁弁１０を駆動し（Ｓ６３）、消毒液循環電磁弁７
７に開信号を供給して消毒液循環電磁弁７７を開く（Ｓ６４）。
【０１０６】
　次に、制御部７０は、薬液ポンプ６５に駆動停止信号を供給して薬液ポンプ６５を停止
させ、流液ポンプ１９に始動信号を供給して流液ポンプ１９を駆動する（Ｓ６５）。この
とき、洗滌消毒槽４に貯留された消毒液は、流液ポンプ１９により、循環口５６から循環
管路２０に送られ、流液管路１８内を通って、３方分岐コネクタ４８を介して、消毒液循
環管路７６に流れる。そして、消毒液は、消毒液循環管路７６の消毒液循環電磁弁７７及
び逆止弁７８を介して、給水フィルタ１７の一次側の給水管路９に流れる。給水フィルタ
１７を通過した消毒液は、３方電磁弁１０を介して、給水ノズル２４から洗滌消毒槽４へ
流出する。
【０１０７】
　こうして、消毒液は、洗滌消毒槽４内に貯留した所定の水位において、洗滌消毒槽４の
槽内を消毒すると共に、給水管路９内、循環管路２０内、流液管路１８内及び消毒液循環
管路７６内を循環する。
【０１０８】
　次に、制御部７０は、所定時間経過後に、切替弁５７に切替信号を供給して、薬液回収
管路６１側に切替弁５７を駆動する（Ｓ６６）。そして、制御部７０は、さらに所定時間
経過後、切替弁５７に閉信号を供給して切替弁を閉じ（Ｓ６７）、流液ポンプ１９に駆動
停止信号を供給して流液ポンプ１９を停止する（Ｓ６８）。これにより、洗滌消毒槽４に
貯溜されている消毒液は、排水口５５から薬液回収管路６１内に流れ込み、薬液タンク５
８内に回収される。
【０１０９】
　従って、内視鏡洗滌消毒装置１´は、所定の水位における洗滌消毒槽４の槽内、給水管
路９内、循環管路２０内、流液管路１８内及び消毒液循環管路７６内を確実に消毒するこ
とができる。尚、消毒液は、上述したように、３方分岐コネクタ４８が流液管路１８にお
いて、３方電磁弁１０の１次側であって、この３方電磁弁１０との間の距離が殆ど存在し
ない状態で接続されているため、給水フィルタ１７の一次側から消毒液循環管路７６を通
って迂回しても、全ての流液管路１８内を消毒しながら流れる。以上説明したステップＳ
６１～ステップＳ６８までの制御部７０が行うルーチンを内視鏡洗滌消毒装置１´におけ
る給水管路消毒工程とする。
【０１１０】
　そして、消毒液が薬液タンク５８に回収される十分な時間経過後に、制御部７０は、給
水電磁弁１５に開信号を供給して給水電磁弁１５を開く（Ｓ６９）。これにより、水道蛇
口５からの濯ぎ水である水道水は、給水ホース３１ａ内を通って、給水ホース接続口３１
を介して、給水管路９内に流れ込む。そして、水道水は、給水フィルタ１７により濾過さ
れ、洗滌消毒槽４内に流出される。
【０１１１】
　この洗滌消毒槽４内に貯溜される水道水が所定の水位に達すると、水位センサ３２が検
知して、その検知信号が制御部７０に供給される（Ｓ７０）。そして、制御部７０は、流
液ポンプ１９に始動信号を供給して流液ポンプ１９を駆動し（Ｓ７１）、給水電磁弁１５
に閉信号を供給して給水電磁弁１５を閉じる（Ｓ７２）。こうして、洗滌消毒槽４内の水
道水は、流液ポンプ１９により、循環口５６から吸引され循環管路２０を通って、流液管
路１８内に流れ込み、流液管路１８内を通って、３方分岐コネクタ４８を介して、消毒液
循環管路７６内に流れる。そして、水道水は、消毒液循環管路７６の消毒液循環電磁弁７
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７及び逆止弁７８を介して、給水フィルタ１７の一次側の給水管路９に流れる。給水フィ
ルタ１７を通過した水道水は、３方電磁弁１０を介して、給水ノズル２４から洗滌消毒槽
４へ流出する。
【０１１２】
　こうして、濯ぎ水である水道水は、洗滌消毒槽４内に貯留した所定の水位において、洗
滌消毒槽４の槽内を濯ぐと共に、給水管路９内、循環管路２０内、流液管路１８内及び消
毒液循環管路７６内を循環し、残留する消毒液を濯ぐ。
【０１１３】
　そして、制御部７０は、所定時間経過後に、切替弁５７に切替信号を供給して切替弁５
７を排水管路５９側へ駆動し（Ｓ７３）、排水ポンプ６０に始動信号を供給して排水ポン
プ６０を駆動する（Ｓ７４）。こうして、洗滌消毒槽４に貯溜し、装置内部で循環してい
る水道水は、排水ポンプ６０により、洗滌消毒槽４の排水口５５から切替弁５７を介して
、排水管路５９内へ吸引され、外部排水口へと流出する。　
　所定時間経過後に、制御部７０は、流液ポンプ１９及び排水ポンプ６０に駆動停止信号
を夫々供給して、それら各ポンプ２６、６０の駆動を停止し（Ｓ７５）、全てのルーチン
を終了する。
【０１１４】
　従って、内視鏡洗滌消毒装置１は、所定の水位における洗滌消毒槽４の槽内、給水管路
９内、循環管路２０内、流液管路１８内及び消毒液循環管路７６内を確実に濯ぎ、残留す
る消毒液を排水することができる。以上に説明したステップＳ６９～ステップＳ７５まで
の制御部７０が行うルーチンを内視鏡洗滌消毒装置１´における給水管路濯ぎ工程とする
。
【０１１５】
　尚、第１の実施の形態と同様に、本実施の形態の給水管路消毒工程及び全管路濯ぎ工程
の際に、温度検知センサ５３ａの検出結果に基づいて、制御部７０によるヒータ５３の駆
動／停止の制御により、洗滌消毒槽４に貯留され、装置内を循環する消毒液は、消毒効果
が最も期待できる適正温度に保たれている。
【０１１６】
　以上の結果、本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１´は、サブ操作パネル１３の給水管
路消毒ボタン１３ｄが選択操作されると、所定の水位における洗滌消毒槽４の槽内、給水
管路９内、循環管路２０内、流液管路１８内及び消毒液循環管路７６内を確実に消毒し、
残留する消毒液を濯ぎ水により、排水することができる。
【０１１７】
　また、本実施の形態においての給水管路消毒プログラムを実行するユーザは、消毒チュ
ーブ７５を消毒液ノズル２３、更には、第１の実施の形態での給水管路消毒用ポート７及
び送気送水／鉗子口用ポート３３に取り付けなくても、給水管路９内、循環管路２０内、
流液管路１８内及び消毒液循環管路７６内の消毒と濯ぎが行える。
【０１１８】
　次に、ユーザにより、サブ操作パネル１３の全管路消毒ボタン１３ｅにより全管路消毒
プログラムが選択され、各管路の消毒を行う際に、制御部７０が行う各種ポンプ及び各電
磁弁を制御する動作の流れ例について、図１３のフローチャートの各ステップ（Ｓ）に従
って説明する。　
　先ず、ユーザは、全管路消毒プログラムを実行する際、消毒チューブ７５のコネクタ７
５ａを２つの送気送水／鉗子口用ポート３３のうち、１つに接続し、消毒チューブ７５を
洗滌消毒槽４内に任意に設置する。
【０１１９】
　尚、以下の図１３に示すフローチャートの説明において、制御部７０が行う各ルーチン
において、図１３のステップ８１～ステップ８５、ステップ８９、ステップ９２～ステッ
プ９５及びステップ９９は、図１２のステップ６１～ステップ６５、ステップ６７、ステ
ップ６９～ステップ７２及びステップ７４と夫々同じ動作であるため、それらの説明を省



(20) JP 4485384 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

略又は簡略して行う。
【０１２０】
　ユーザにより、サブ操作パネル１３の全管路消毒ボタン１３ｅが選択操作されると、制
御部７０は、上述した図１１のステップＳ６１～Ｓ６５と同じように、図１２のステップ
Ｓ８１～ステップ８５の各ポンプ及び各電磁弁の制御動作を行う。
【０１２１】
　消毒液は、ステップ８５の薬液ポンプ６５の駆動により、洗滌消毒槽４内に貯留した所
定の水位において、洗滌消毒槽４の槽内を消毒すると共に、給水管路９内、循環管路２０
内、流液管路１８内及び消毒液循環管路７６内を循環しながら消毒する。
【０１２２】
　所定時間経過後に、制御部７０は、３方電磁弁１０に切替信号を供給して３方電磁弁１
０を流液管路１８側に駆動し（Ｓ８６）、流液ポンプ１９に駆動停止信号を供給して流液
ポンプ１９を停止し、チャンネルポンプ２６に始動信号を供給してチャンネルポンプ２６
を駆動する（Ｓ８７）。これにより、洗滌消毒槽４に貯留している消毒液は、チャンネル
ポンプ２６の吸引により、循環口５６から循環管路２０内を経て、チャンネル管路２１内
に送られ、チャンネル管路２１のチャンネルブロック２７を通過後、ケース用管路３０内
と送気送水／鉗子口用ポート３３側のチャンネル管路２１内へ流れる。
【０１２３】
　そして、ケース用管路３０内へ流れた消毒液は、リリーフ弁３６を通って、洗滌ケース
６から洗滌消毒槽４へ流出される。その一方、送気送水／鉗子口用ポート３３側のチャン
ネル管路２１内へ流れた消毒液は、ＣＨ電磁弁２８及び逆止弁２９を通過して、送気送水
／鉗子口用ポート３３を介して、消毒チューブ７５内に流れ、送気送水／鉗子口用ポート
３３から再度洗滌消毒槽４に流出する。
【０１２４】
　こうして、消毒液は、洗滌消毒槽４内に貯留した所定の水位において、洗滌消毒槽４の
槽内を消毒すると共に、循環管路２０内、チャンネル管路２１内、ケース用管路３０内及
び消毒チューブ７５内を循環しながら消毒する。
【０１２５】
　次に、制御部７０は、ＣＨ電磁弁２８を開き、所定時間経過後に、切替弁５７に切替信
号を供給して、薬液回収管路６１側に切替弁５７を駆動する（Ｓ８８）。そして、制御部
７０は、さらに所定時間経過後、切替弁５７に閉信号を供給して切替弁５７を閉じ（Ｓ８
９）、チャンネルポンプ２６に駆動停止信号を供給してチャンネルポンプ２６を停止する
（Ｓ９０）。これにより、洗滌消毒槽４に貯溜されている消毒液は、排水口５５から薬液
回収管路６１内に流れ込み、薬液タンク５８内に回収される。
【０１２６】
　従って、内視鏡洗滌消毒装置１は、所定の水位における洗滌消毒槽４の槽内、給水管路
９内、循環管路２０内、チャンネル管路２１内、流液管路１８内、ケース用管路３０内及
び消毒液循環管路７６内を確実に消毒することができる。以上に説明したステップＳ８１
～ステップＳ９０までの制御部７０が行うルーチンを内視鏡洗滌消毒装置１´における全
管路消毒工程とする。
【０１２７】
　消毒液が薬液タンク５８に回収される十分な時間経過後に、制御部７０は、３方電磁弁
１０に切替信号を供給して、３方電磁弁１０を給水管路９側へ駆動し（Ｓ９１）、給水電
磁弁１５に開信号を供給して給水電磁弁１５を開く（Ｓ９２）。これにより、水道蛇口５
からの濯ぎ水である水道水は、給水ノズル２４から洗滌消毒槽４内に流出される。
【０１２８】
　この洗滌消毒槽４内に貯溜される水道水が所定の水位に達すると、水位センサ３２が検
知して、その検知信号が制御部７０に供給される（Ｓ９３）。そして、制御部７０は、流
液ポンプ１９に始動信号を供給して流液ポンプ１９を駆動し（Ｓ９４）、給水電磁弁１５
に閉信号を供給して、給水電磁弁１５を閉じる（Ｓ９５）。こうして、洗滌消毒槽４内の
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濯ぎ水である水道水は、洗滌消毒槽４内に貯留した所定の水位において、洗滌消毒槽４の
槽内を濯ぐと共に、給水管路９内、循環管路２０内、流液管路１８及び消毒液循環管路７
６内を循環し、残留する消毒液を濯ぐ。
【０１２９】
　所定時間経過後に、制御部７０は、３方電磁弁１０に切替信号を供給して、３方電磁弁
１０を流液管路１８側に切替駆動し（Ｓ９６）、流液ポンプ１９に駆動停止信号を供給し
て流液ポンプ１９を停止し、チャンネルポンプ２６に始動信号を供給してチャンネルポン
プ２６を駆動する（Ｓ９７）。こうして、濯ぎ水である水道水は、洗滌消毒槽４内に貯留
した所定の水位において、さらに、洗滌消毒槽４の槽内及び循環管路２０を濯ぐと共に、
主にチャンネル管路２１内及びケース用管路３０内を循環し、残留する消毒液を濯ぐ。
【０１３０】
　所定時間経過後に、制御部７０は、切替弁５７に切替信号を供給して、切替弁５７を排
水管路５９側へ駆動し（Ｓ９８）、排水ポンプ６０に始動信号を供給して排水ポンプ６０
を駆動する（Ｓ９９）。こうして、洗滌消毒槽４に貯溜し、装置内部で循環している水道
水は、排水ポンプ６０により、洗滌消毒槽４の排水口５５から切替弁５７を介して、排水
管路５９内へ吸引され、外部排水口へと流出する。　
　所定時間経過後に、制御部７０は、流液ポンプ１９及び排水ポンプ６０に駆動停止信号
を供給して、それら各ポンプ１９、６０を停止し（Ｓ１００）、全てのルーチンを終了す
る。
【０１３１】
　従って、内視鏡洗滌消毒装置１´は、所定の水位における洗滌消毒槽４の槽内、給水管
路９内、循環管路２０内、チャンネル管路２１内、流液管路１８内、消毒液循環管路７６
内、及びケース用管路３０内を確実に濯ぎ、残留する濯ぎ水を排水することができる。以
上に説明したステップＳ９１～ステップＳ１００までの制御部７０が行うルーチンを内視
鏡洗滌消毒装置１´における全管路濯ぎ工程とする。
【０１３２】
　以上の結果、本実施の内視鏡洗滌消毒装置１´は、第１の実施の形態の内視鏡洗滌消毒
装置１と同様な効果を得る事ができ、給水管路消毒プログラムを実行時に消毒チューブ７
５を取り付ける作業を伴わない利点がある。また、ユーザは、全管路消毒プログラムを実
行時においても、消毒チューブ７５を送気送水／鉗子口用ポート３３に接続する作業のみ
となる。
【０１３３】
　尚、上述した第１及び第２の実施の形態における、内視鏡洗滌消毒装置１（１´）の全
管路とは、使用済みの内視鏡１００を洗滌／消毒する際に、洗滌液、水道水、消毒液が通
る各管路を言い、具体的には、第１の実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１において、給水
管路９、流液管路１８、循環管路２０、チャンネル管路２１、ケース用管路３０及び消毒
用管路３７であり、第２の実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１´において、給水管路９、
流液管路１８、循環管路２０、チャンネル管路２１、ケース用管路３０及び消毒液循環管
路７６である。
【０１３４】
　また、両実施の形態において、エア管路４４は、逆止弁４７により、アルコール管路は
、電磁弁４３によって、洗滌剤管路３９は、独立した管路であるため、洗滌液、水道水、
消毒液が入り込まない。さらに、薬液管路６４は、消毒液のみが通る管路である。
【０１３５】
（第３の実施の形態）
　次に、図面を参照して本発明の第３の実施の形態を説明する。図１４は、内視鏡洗滌消
毒装置の内部を示す概略構成図である。　
　尚、本実施の形態においても、第１及び第２の実施の形態にて既に記述した内視鏡洗滌
消毒装置１、１´と同じ構成には、同じ符号を付して説明を省略し、異なる構成、作用、
効果のみを主に説明する。また、本実施の形態の説明においては、第１の実施の形態の内
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視鏡洗滌消毒装置１を基に、新たな管路構成を設けた変形例として説明するが、第２の実
施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１´に適用しても良い。
【０１３６】
　では、本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１´´の内部管路構成について図１４に基づ
いて説明する。　
　図１４に示すように、薬液管路６４には、薬液ポンプ６５と吸引フィルタ６３との間に
３方分岐部材８１が介装されている。この３方分岐部材８１は、希釈管路８３の一端が接
続されており、希釈管路８３の他端が給水管路９の給水フィルタ１７の２次側に接続され
ている。また、希釈管路８３の中途には、電磁弁８２が介装されている。
【０１３７】
　通常、薬液ボトル１２ａから薬液タンク５８内に注入される消毒液は、希釈用濃縮消毒
液又は所定の濃度に設定された実用消毒液である。希釈用濃縮消毒液を使用する場合、従
来においては、前記希釈用濃縮消毒液を所定濃度に希釈するため、水道蛇口５からの水道
水が給水管路９を通って、給水フィルタ１７により濾過され、給水ノズル２４から洗滌消
毒槽４に流され、排水口５５から薬液回収管路６１を通って、薬液タンク５８内に所定の
水量だけ注入される。また、薬液タンク５８には、図示しない水位検知用のセンサが設け
られ、希釈用消毒液が所定濃度となる水道水の注入量が設定されている。
【０１３８】
　また、消毒液交換時に、薬液管路６４の一端に設けられている吸引フィルタ６３に薬液
タンク５８内及び使用済みの内視鏡に付着していた異物などにより目詰まりなどが生じて
いる場合がある。そして、ユーザは、吸引フィルタ６３に目詰まりなどが生じていると、
この目詰まりを除去洗滌するために薬液タンク５８を取り外したり、各種管路を分解しな
くてはならないため、メンテナンス性が良くないという問題ある。また、吸引フィルタ６
３が目詰まりすると、消毒液を洗滌消毒槽４に汲み上げる速度が低下するだけでなく、薬
液ポンプ６５に負担が生じ、故障する原因となる。
【０１３９】
　なお、従来の内視鏡洗滌消毒装置は、希釈用濃縮消毒液を希釈する他の希釈方法として
、薬液回収管路６１に３方分岐部材が設けられ、この３方分岐部材に希釈管路８３の一端
を接続し、給水フィルタ１７により濾過された水道水を薬液タンク５８に注入されるもの
がある。この構成では、希釈管路８３から薬液回収管路６１を介して薬液タンク５８内に
水道水を供給することが可能であるが、薬液管路６４を濯ぐことができない。
【０１４０】
　さらに、基本的に従来の内視鏡洗滌消毒装置では、薬液管路６４に消毒液のみ流れる構
成となっているため、消毒液ノズル２３、薬液ポンプ６５及び吸引フィルタ６３を含めた
薬液管路６４の濯ぎが行えなかった。また、消毒液のみが流れる前記薬液管路６４及び薬
液ポンプ６５も、部品の耐久性を考えると、水道水による濯ぎを行った方が好ましい。
【０１４１】
　さらに、長期間使用していない内視鏡洗滌消毒装置であった場合、洗滌消毒槽４内に、
埃、異物などがあると、水道水により一緒に薬液タンク５８内に入り込み、吸引フィルタ
６３の目詰まりの原因となる場合がある。
【０１４２】
　そこで、本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１´´においては、上述のように、濯ぎ水
である水道水を薬液ポンプ６５に直接流すことができる管路構成としている。つまり、薬
液タンク５８に貯留されている所定の使用回数に達した消毒液を交換などする際、或いは
、長期間に使用していなかった内視鏡洗滌消毒装置１´´に対して、新たな消毒液に交換
などする際に、一度、吸引フィルタ６３を介して薬液タンク５８内に濯ぎ水である水道水
を逆流させて流し込むことができる。
【０１４３】
　詳述すると、制御部７０は、流液管路１８の３方電磁弁１０を給水管路９と給水ノズル
２４とが連通しない方向へ閉じ、希釈管路８３の電磁弁８２を開くと共に、給水電磁弁１
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５を開く。
【０１４４】
　これにより、水道蛇口５からの水道水は、給水管路９において給水フィルタ１７を通過
し、希釈管路８３へと流れ、薬液管路６４を介して吸引フィルタ６３から薬液タンク５８
内へ流れ込む。その結果、濯ぎ水である水道水の水圧により吸引フィルタ６３は、付着な
どして目詰まりしている異物が洗滌される。そして、前記水道水は、異物などと共に薬液
タンク５８内に放出され、薬液タンク５８内を濯ぐ。
【０１４５】
　尚、薬液管路６４に流れ込んだ水道水は、薬液タンク５８内に放出されると同時に。薬
液ポンプ６５側にも流れて、内部を濯ぎ、消毒液ノズル２３から洗滌消毒槽４へ吐出され
る。
【０１４６】
　このとき、制御部７０は、洗滌消毒槽４に設けられた切替弁５７を排水管路５９側へ開
放し、洗滌消毒槽４内の異物などが混在した前記水道水を、排水ポンプ６０を介して外部
排水口から排水する。
【０１４７】
　また、薬液タンク５８内に水道水が貯留されると、図示しない水位検知用センサの検知
により、制御部７０は、給水電磁弁１５を閉じて、薬液ポンプ６５を駆動する。
【０１４８】
　これにより、薬液タンク５８内に貯留された水道水は、吸引フィルタ６３から薬液管路
６４へ吸い上げられ、消毒液ノズル２３から洗滌消毒槽４内へ流れる。
【０１４９】
　その後、制御部７０は、切替弁５７を排水管路５９側へ切り替えた状態で、排水ポンプ
６０を駆動する。こうして、薬液タンク５８内を濯いだ水道水は、洗滌消毒槽４を介して
、外部排出口へと排水される。
【０１５０】
　上述した動作を数回行うことで、薬液タンク５８内を洗滌し、吸引フィルタ６３に付着
し、目詰まりしている異物などが洗滌される。
【０１５１】
　洗滌消毒槽４内の前記水道水が排水されると、制御部７０は、排水ポンプ６０を停止し
、希釈管路８３の電磁弁８２を閉じて、流液管路１８の３方電磁弁１０を給水管路９と給
水ノズル２４とが連通する方向へ開くと共に、給水電磁弁１５を開き、給水ノズル２４か
ら水道水を洗滌消毒槽４内に供給する。このとき、切替弁５７を薬液回収管路６１側へ切
り替え、薬液ポンプ６５を駆動する。
【０１５２】
　これにより、洗滌消毒槽４内の水道水は、排水口５５から切替弁５７、薬液回収管路６
１を介して、薬液タンク５８内へ流れる。そして、薬液ポンプ６５により、吸引フィルタ
６３から薬液管路６４へ吸い上げられ、消毒液ノズル２３から再度洗滌消毒槽４内へ流れ
る。こうして、水道水は、薬液回収管路６１内、薬液タンク５８内及び薬液管路６４内を
循環しながら濯ぐ。
【０１５３】
　この水道水の循環が所定の時間で行われ、その後、制御部７０は、切替弁５７を排水管
路５９側へ切り替え、排水ポンプ６０を駆動する。こうして、前記水道水が外部排水口へ
排水される。なお、薬液ポンプ６５が駆動し続けているため、薬液タンク５８内の前記水
道水は、消毒液ノズル２３から全て洗滌消毒槽４へ流れ、外部へと排水される。そして、
所定時間経過後、制御部７０は、排水ポンプ６０及び薬液ポンプ６５を停止する。
【０１５４】
　以上の結果、本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１´´は、薬液タンク５８内を濯ぐと
共に、吸引フィルタ６３に付着し、目詰まりしている異物を洗滌して、外部に排出するこ
とができる構成となっている。また、通常、濯ぎが行われない薬液管路内も水道水を循環
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させることができる構成となっている。尚、薬液タンク５８からの排出経路として、薬液
ドレーン管路５８ａに図示しないドレーンホースを接続して使用しても良い。
【０１５５】
　また、新たに希釈用の消毒液を薬液ボトル１２ａから薬液タンク５８内に注入し、給水
フィルタ１７により濾過処理された水道水によって希釈する場合、希釈管路８３を介して
薬液タンク５８内に流し込む。このとき、制御部７０は、流液管路１８の３方電磁弁１０
を給水管路９と給水ノズル２４とが連通しない方向へ閉じ、給水電磁弁１５を開き、希釈
管路８３の電磁弁８２を開く。
【０１５６】
　こうして、水道蛇口５からの水道水は、給水フィルタ１７を通過して濾過され、給水管
路９から希釈管路８３、薬液管路６４を介して、吸引フィルタ６３から薬液タンク５８内
に流れ込む。薬液タンク５８内の図示しない水位センサにより希釈された消毒液の水位が
検知されると、前記水位センサからの検知信号が供給された制御部７０は、給水弁を閉じ
る。従って、本実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置１´´は、希釈用の消毒液が薬液タンク
５８内において、前記水道水により所定の濃度に希釈される構成となっている。
【０１５７】
　尚、上述の吸引フィルタ６３を洗滌し、薬液管路６４を濯ぎながら、希釈用濃縮消毒液
を所定の濃度に希釈するために、ユーザは、図４に示したサブ操作パネル１３に設けられ
た消毒液調合ボタン１３ｇをＯＮ操作を行う。
【０１５８】
（第４の実施の形態）
　次に、図面を参照して本発明の第４の実施の形態を説明する。図１５は、アルコールタ
ンクの外観図、図１６は通気用チューブに設けられる中空キャップの外観図、図１７は通
気用チューブに設けられる中空キャップの断面図、図１８は、通気用チューブが中空キャ
ップにより接続キャップと接続された状態を示すアルコールタンクの外観図、図１９は中
空キャップが接続キャップに接続される作用説明図である。　
　尚、本実施の形態においても、第１～第３の実施の形態にて既に記述した内視鏡洗滌消
毒装置１、１´、１´´と同じ構成には、同じ符号を付して説明を省略し、異なる構成、
作用、効果のみを主に説明する。
【０１５９】
　上述した、第１～第３の実施の形態において、内視鏡洗滌消毒装置１、１´、１´´に
おいて、使用済みの内視鏡１００を洗滌消毒する場合、最後に内視鏡管路内の乾燥を促進
させるため、揮発性の高いアルコールを前記内視鏡管路内に供給するアルコールフラッシ
ュ工程が行われる。前記アルコールフラッシュ工程に使用されるアルコールは、アルコー
ルタンク（１１ｂ）内に充填される。
【０１６０】
　従来、アルコールタンクには、使用済みの内視鏡を洗滌消毒する毎又は作業前にアルコ
ールが充填される。このアルコールタンクは、封止される蓋などが設けられていないため
、１日の作業終了時にアルコールタンク内のアルコールは別の容器に移し替えられる。こ
れは、揮発性の高いアルコールが、気化することを防止するために、ユーザによって必ず
行われる。
【０１６１】
　従って、ユーザは、毎日のように、アルコールタンクを装置から取り外し、アルコール
を別の容器に移し替えるという煩わしい作業を行わなくてはならない。
【０１６２】
　そこで、本実施の形態のアルコールタンク１１ｂは、図１５～図１８に示すように、内
部のアルコールを別の容器に移し替える作業を行わなくても良い構成にしている。　
　詳述すると、本実施の形態のアルコールタンク１１ｂは、アルコールが貯留される容器
本体８４と、この容器本体８４の図１５の紙面に向かって見た上面略中央に設けられる着
脱自在な接続キャップ８５と、前記上面に一端が接続される通気用チューブ８６とを有し
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ている。
【０１６３】
　容器本体８４の一側面には、上部側から下部にかけて形成された溝部８４ａが形成され
ている。この溝部８４ａは、図１５からも判るように、本実施の形態において、略円柱の
一面から他面に向けて２分するように縦割りした形状に形成されている。
【０１６４】
　前記キャップ８５は、図１５の紙面に向かって見た上面に設けられるアルコールタンク
１１ｂの第１の開口部となる孔部８５ａと、この孔部８５ａに連通し、容器本体８４内に
収容され、底面近傍まで延びたチューブ８５ｂを有している。前記孔部８５ａには、アル
コールタンク１１ｂが洗剤／アルコールトレー１１（図２参照）にセットされたとき、容
器本体８４内のアルコールが前記チューブ８５ｂを介して、アルコール供給ポンプ４２に
よる吸引を可能とするため、アルコール管路４１の一端が所定に接続される。
【０１６５】
　前記通気用チューブ８６の他端には、合成樹脂からなる気密手段であり封止部材である
中空キャップ８７が設けられている。尚、通常において、アルコールタンク１１ｂは、前
記通気用チューブ８６が容器本体８４の溝部８４ａに沿った状態で洗剤／アルコールトレ
ー１１に収納される。
【０１６６】
　図１６及び図１７に示すように、通気用チューブ８６に設けられる中空キャップ８７は
、略中心軸上に貫通孔が形成された管状の部材であり、この貫通孔の一開口部がアルコー
ルタンク１１ｂにおける第２の開口部となる先端開口部８７ａとなっている。また、中空
キャップ８７には、先端部分の側部に、ここでは２つの切欠き部８７ｂが体向するように
基端に向かって形成され、軸方向の略中央に外向フランジ部８７ｃを有している。
【０１６７】
　この中空キャップ８７は、先端部分の外形が、いわゆる、ラグビーボールのような形状
をしており、基端部分の外形が図１７に示すように、略円錐形状をしている係止部８７ｄ
を有している。中空キャップ８７の先端部分は、軸方向に直交する最大の外径が接続キャ
ップ８５の孔部８５ａの孔径よりも若干に大きな径を有しており、基端側の前記係止部８
７ｄが通気用チューブ８６の前記他端の開口部から差し込まれ、前記係止部８７ｄにより
通気用チューブ８６から抜け落ちないように係止されている。
【０１６８】
　また、中空キャップ８７の先端側からゴムパッキン８８が外挿され、このゴムパッキン
８８は、一面が中空キャップ８７の外向フランジ部８７ｃに当接している。このゴムパッ
キン８８は、図１８及び図１９に示すように、中空キャップ８７の先端部分が接続キャッ
プ８５の孔部８５ａに差し込まれたとき、接続キャップ８５の上面に外向フランジ部８７
ｃ側と反対の面が接触し、接続キャップ８５と中空キャップ８７を気密に封止する為のも
のである。
【０１６９】
　詳しくは、図１９に示すように、中空キャップ８７は、ユーザにより、先端部分から接
続キャップ８５の孔部８５ａにワンタッチで差し込まれる。このとき、中空キャップ８７
の先端部分は、切欠き部８７ｂにより、軸方向に直交する方向の外形が小さく変形し、接
続キャップ８５の孔部８５ａを通過可能となっている。その後、中空キャップ８７は、先
端部分の前記外形が元の状態に戻り、ゴムパッキン８８の一面が接続キャップ８５の上面
に接触した状態で接続キャップ８５に接続される。
【０１７０】
　その結果、本実施の形態のアルコールタンク１１ｂによれば、接続キャップ８５と中空
キャップ８７とがワンタッチによる接続により、アルコールタンク１１ｂ内が気密に封止
され、内部のアルコールが気化などにより外部に流出することを防止することができる。
従って、ユーザは、１日の作業終了時にアルコールタンク１１ｂ内のアルコールを別の容
器に移し替えるという煩わしい作業を行う必要がなくなる。
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【０１７１】
　また、アルコールタンク１１ｂは、接続キャップ８５に中空キャップ８７を接続され、
内部のアルコールを気密にした状態で、洗剤／アルコールトレー１１内に保管することが
可能である。その結果、装置外部にアルコールタンク１１ｂの収納スペースを設ける必要
がなくなると共に、アルコールを移し変える別容器も必要がなくなる。
【０１７２】
　また、図２０～図２２に示すように、第１の開口部である接続キャップ８５の孔部８５
ａと、ここでは、第２の開口部となる通気用チューブ８６の前記他端の開口部を封止して
、アルコールタンク１１ｂ内を気密にする構成にしても良い。
【０１７３】
　尚、図２０は、接続キャップに取り付けられる封止キャップを説明するためのアルコー
ルタンクの外観図、図２１は、接続キャップ及び通気用チューブに取り付けられる２つの
栓体を説明するためのアルコールタンクの外観図、図２２は、接続キャップの孔部及び通
気用チューブの開口部を気密に封止する封止部材を説明するためのアルコールタンクの外
観図である。　
　気密手段である封止部材は、図２０に示すように、接続キャップ８５の孔部８５ａ（図
２０においては不図示）を気密に封止し、一面から円錐形状に突出する突起部８９ａを有
する封止キャップ８９からなり、この封止キャップ８９によってアルコールタンク１１ｂ
内を気密に封止しても良い。
【０１７４】
　この封止キャップ８９は、接続キャップ８５の上端に装着され、通気用チューブ８６の
開口部を突起部８９ａに差し込むことにより、アルコールタンク１１ｂ内を気密に封止す
ることができる。また、接続キャップ８５と封止キャップ８９は、チェーン９０により接
続されており、封止キャップ８９の紛失が防止されている。尚、封止キャップ８９は、中
空でも中実でもどちらでも良く、アルコールタンク１１ｂ内を気密に封止することができ
る。
【０１７５】
　また、気密手段である封止部材は、図２１に示すように、接続キャップ８５の孔部８５
ａを気密封止する第１の栓体９１と、通気用チューブ８６の開口部を気密封止する第２の
栓体９２とからなり、第１及び第２の栓体９１、９２によって、アルコールタンク１１ｂ
内を気密に封止しても良い。
【０１７６】
　さらに、気密手段である封止部材は、図２２に示すように、接続キャップ８５の孔部８
５ａと通気用チューブ８６の開口部を夫々気密に封止する１つの栓部材、ここでは、縦断
面形状がコの字状の板体９３でも良い。この板体９３は、図２２の紙面に向かって見た、
上部側の下面に第１の栓体９４と、下部側の上面に第２の栓体９５を有しており、第１の
栓体９４により接続キャップ８５の孔部８５ａを気密封止し、第２の栓体９５により通気
用チューブ８６の開口部を気密封止する構成となっている。
【０１７７】
　上述した、図２０～図２２に示したアルコールタンク１１ｂ内を気密に封止する構成に
より、アルコールタンク１１ｂは、内部のアルコールを気密にした状態で、洗剤／アルコ
ールトレー１１内に保管することが可能となり、装置外部にアルコールタンク１１ｂの収
納スペースを設ける必要がなくなると共に、アルコールを移し変える別容器も必要がなく
なる。
【０１７８】
　本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しな
い範囲で種々変更可能である。
【０１７９】
　上述した発明の実施の形態に基づいて、以下に記載する構成を有する内視鏡洗滌消毒装
置を提案することができる。
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【０１８０】
　（付記項１）
　水道水を濾過処理するフィルタ及び開閉可能な第１の弁を備え、内視鏡が配置される洗
滌消毒槽に前記水道水を供給するための給水管路と、
　薬液タンク及び第１のポンプに接続され、前記洗滌消毒槽に消毒液を供給するための薬
液管路と、
　前記洗滌消毒槽に供給された、前記水道水及び前記消毒液を循環させるための第２のポ
ンプ及び開閉可能な第２の弁を備え、前記内視鏡の管路に前記水道水及び前記消毒液を供
給するためのポートを備えた第１の循環管路と、
　前記洗滌消毒槽に供給された、前記水道水及び前記消毒液を循環させるための第３のポ
ンプを備え、開閉可能な第３の弁を介して前記給水管路と接続され、前記洗滌消毒槽に前
記水道水及び前記消毒液を供給する第２の循環管路と、
　前記洗滌消毒槽と連通し、前記給水管路に消毒液を供給する消毒用管路と、
　前記給水管路を消毒する第１のプログラムならびに、前記第１の循環管路及び前記第２
の循環管路を消毒する第２のプログラムを備え、各プログラムに応じて前記各電磁弁及び
前記各ポンプを駆動制御する制御部と、
　を具備することを特徴とする内視鏡洗滌消毒装置。
【０１８１】
　（付記項２）
　さらに、前記洗滌消毒槽の底面の背面側に設けられた加温するヒータと、
　前記底面に設けられ、前記洗滌消毒槽内に供給された前記消毒液の温度を検知する温度
センサと、
　を備え、
　前記ヒータで温められた前記消毒液によって、前記内視鏡の消毒を行うと共に、前記制
御部が前記温度センサの検知結果に応じて、前記ヒータを制御することを特徴とする付記
項１に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１８２】
　（付記項３）
　使用済みの内視鏡が収納され、洗滌液などを貯溜する洗滌消毒槽と、
　該洗滌消毒装置に設けられた水位センサと、
　水道蛇口からの水道水を濾過処理するフィルタを備え、給水電磁弁が設けられた給水管
路と、
　該給水管路の前記フィルタよりも前記水道蛇口側と接続される消毒用管路と、
　前記洗滌消毒槽に配設された循環口に接続された循環管路と、
　該循環管路と連通し、前記内視鏡の内視鏡管路に液体を供給し、チャンネルポンプ及び
チャンネル電磁弁が設けられたチャンネル管路と、
　前記循環管路と連通し、前記洗滌消毒槽に前記洗滌液などを循環し、流液ポンプ及び３
方電磁弁により前記給水管路に接続された流液管路と、
　薬液タンクから消毒液を前記洗滌消毒槽に供給し、薬液ポンプが設けられた薬液管路と
、
　前記洗滌消毒槽の排水口に設けられ、貯溜する前記洗滌液又は前記水道水を外部の排水
口に排出、或いは、前記消毒液を前記薬液タンクに回収するように切替を行う切替弁と、
　前記チャンネル管路と前記消毒用管路とを連通する着脱自在な消毒チューブと、
　前記水位センサからの検出信号が供給され、前記給水電磁弁、前記チャンネル電磁弁、
前記３方電磁弁、前記チャンネルポンプ、前記流液ポンプ及び前記薬液ポンプを駆動制御
する制御部と、
　を具備する内視鏡洗滌消毒装置において、
　前記制御部は、
　前記薬液ポンプを駆動し、前記３方電磁弁を前記給水管路側に駆動して、前記薬液タン
クから前記薬液管路を介して前記洗滌消毒槽に前記消毒液を供給し、前記水位センサによ
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り、前記消毒液が前記洗滌消毒槽の所定の水位に達した検知信号が供給されると、前記薬
液ポンプを停止すると共に、前記チャンネルポンプを駆動し、前記チャンネル電磁弁を開
状態にし、前記消毒液を前記循環口から吸引して前記循環管路、前記チャンネル管路、消
毒チューブ及び前記消毒用管路に送液して、前記給水管路に消毒液を循環させることによ
って、所定の時間で消毒を行ったあと、前記切替弁を駆動して、前記消毒液を前記薬液タ
ンクに回収し、前記切替弁を閉状態にして、前記チャンネルポンプを停止する給水管路消
毒工程と、
　前記給水電磁弁を開状態にして、前記給水管路を介して前記洗滌消毒槽に前記水道水を
供給し、前記水位センサにより、前記水道水が前記洗滌消毒槽の所定の水位に達した検知
信号が供給されると、前記チャンネルポンプを駆動し、前記水道水を前記循環口から吸引
して前記循環管路、前記チャンネル管路、前記消毒チューブ及び前記消毒用管路に送液し
て、前記給水管路に所定の時間で前記水道水を循環させる給水管路濯ぎ工程と、
　を実行することを特徴とする内視鏡洗滌消毒装置の装置内管路の消毒方法。
【０１８３】
　（付記項４）
　さらに、前記制御部は、
　前記給水管路消毒工程中に、前記３方電磁弁を前記流液管路側に切替えると共に、前記
チャンネルポンプを駆動して、前記消毒液を前記循環口から吸引して、前記循環管路、前
記流液管路、前記消毒チューブ及び前記消毒用管路に送液して、前記給水管路に所定の時
間で消毒液を循環させる全管路消毒工程と、
　前記給水管路濯ぎ工程中に、前記３方電磁弁を前記流液管路側に切替えると共に、前記
チャンネルポンプを駆動して、前記水道水を前記循環口から吸引して、前記循環管路、前
記流液管路、消毒チューブ及び前記消毒用管路に送液して、前記給水管路に所定の時間で
前記水道水を循環させる全管路濯ぎ工程と、
　を実行することを特徴とする付記項２に記載の内視鏡洗滌消毒装置の装置内管路の消毒
方法。
【０１８４】
（付記項５）
　使用済みの内視鏡が収納され、洗滌液などを貯溜する洗滌消毒槽と、
　該洗滌消毒装置に設けられた水位センサと、
　水道蛇口からの水道水を濾過処理するフィルタを備え、給水電磁弁が設けられた給水管
路と、
　前記洗滌消毒槽に配設された循環口に接続された循環管路と、
　該循環管路と連通し、前記内視鏡の内視鏡管路に液体を供給し、チャンネルポンプ及び
チャンネル電磁弁が設けられたチャンネル管路と、
　前記循環管路と連通し、前記洗滌消毒槽に前記洗滌液などを循環し、流液ポンプ及び３
方電磁弁により前記給水管路に接続された流液管路と、
　該給水管路の前記フィルタよりも前記水道蛇口側と接続され、前記流液管路と連通し、
消毒液循環電磁弁が設けられた消毒液循環管路と、
　薬液タンクから消毒液を前記洗滌消毒槽に供給し、薬液ポンプが設けられた薬液管路と
、
　前記洗滌消毒槽の排水口に設けられ、貯溜する前記洗滌液又は前記水道水を外部の排水
口に排出する、或いは、前記消毒液を前記薬液タンクに回収するように切替を行う切替弁
と、
　前記水位センサからの検出信号が供給され、前記給水電磁弁、前記チャンネル電磁弁、
前記３方電磁弁、前記消毒液循環電磁弁、前記チャンネルポンプ、前記流液ポンプ及び前
記薬液ポンプを駆動制御する制御部と、
　を具備する内視鏡洗滌消毒装置において、
　前記制御部は、
　前記薬液ポンプを駆動し、前記薬液タンクから前記薬液管路を介して前記洗滌消毒槽に
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前記消毒液を供給し、前記水位センサにより、前記消毒液が前記洗滌消毒槽の所定の水位
に達した検知信号が供給されると、前記３方電磁弁を前記給水管路側に駆動し、前記消毒
液循環電磁弁を開状態にして、前記薬液ポンプを停止すると共に、前記流液ポンプを駆動
し、前記消毒液を前記循環口から吸引して、前記循環管路、前記流液管路及び前記消毒液
循環管路に送液して、前記給水管路に所定の時間で消毒液を循環させ、前記切替弁を駆動
して、前記消毒液を前記薬液タンクに回収する給水管路消毒工程と、
　所定時間経過後、前記切替弁を閉状態にして、前記流液ポンプを停止し、前記給水電磁
弁を開状態にして、前記給水管路を介して前記洗滌消毒槽に前記水道水を供給し、前記水
位センサにより、前記水道水が前記洗滌消毒槽の所定の水位に達した検知信号が供給され
ると、前記流液ポンプを駆動し、前記水道水を前記循環口から吸引して、前記循環管路、
前記流液管路及び前記消毒液循環管路に送液して、前記給水管路に所定の時間で前記水道
水を循環させる給水管路濯ぎ工程と、
　を実行することを特徴とする内視鏡洗滌消毒装置の装置内管路の消毒方法。
【０１８５】
（付記項６）
　さらに、前記内視鏡洗滌消毒装置は、前記チャンネル管路に一端が接続される消毒チュ
ーブを有し、
　前記制御部は、
　前記給水管路消毒工程中に、前記チャンネルポンプを駆動して、チャンネル電磁弁を開
き、前記消毒液を前記循環口から吸引して、前記循環管路、前記チャンネル管路及び前記
消毒チューブに送液して、所定の時間で消毒液を循環させる全管路消毒工程と、
　前記給水管路濯ぎ工程中に、前記３方電磁弁を前記流液管路側に切替えると共に、前記
流液ポンプを駆動して、前記水道水を前記循環口から吸引して、前記循環管路、前記チャ
ンネル管路及び消毒チューブに送液して、所定の時間で前記水道水を循環させる全管路濯
ぎ工程と、
　を実行することを特徴とする付記項４に記載の内視鏡洗滌消毒装置の装置内管路の消毒
方法。
【０１８６】
　（付記項７）
　使用済みの内視鏡が収納される洗滌消毒槽と、
　水道蛇口からの水道水を濾過処理する給水フィルタを備えた給水管路と、
　前記内視鏡の外表面及び内視鏡管路に前記水道水、洗滌液及び消毒液を送液するための
複数の管路と、
　前記消毒液が貯留される薬液タンクに接続され、前記消毒液を前記洗滌消毒槽に供給し
、薬液ポンプが設けられ、一端に吸引フィルタを有する薬液管路と、
　前記給水フィルタの２次側において、前記給水管路に一端が接続され、他端が前記薬液
管路の中途に接続され、前記薬液タンク内の濃縮消毒液を希釈するための前記水道水を供
給する希釈管路と、
　前記給水管路及び複数の管路に夫々設けられる各電磁弁及び各ポンプを駆動制御するた
めの制御部と、
　を具備することを特徴とする内視鏡洗滌消装置。
【０１８７】
　（付記項８）
　前記水道水は、前記薬液管路に前記希釈管路を介して供給され、前記薬液タンク側へ流
れることによって、前記吸引フィルタに付着する異物などを除去して洗滌することを特徴
とする付記項６に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１８８】
　（付記項９）　
　使用済みの内視鏡の洗滌消毒を行え、洗滌消毒後の前記内視鏡の管路内の水分気化を促
すためのアルコールを前記管路内に供給するためのポンプを備えた内視鏡洗滌消毒装置に
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おいて、　
　前記アルコールが貯留される容器本体と、　
　該容器本体に設けられ、前記ポンプに接続される第１の開口部と、　
　前記容器本体に設けられ、前記ポンプによる前記アルコールの吸引時に前記容器本体内
の通気口となる第２の開口部と、　
　前記容器本体内を密閉する気密手段と、　
　を具備することを特徴とする内視鏡洗滌消毒装置。
【０１８９】
　（付記項１０）　
　前記気密手段は、前記第１の開口部と前記第２の開口部を接続する封止部材からなり、
前記容器本体内を密閉することを特徴とする付記項８に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１９０】
　（付記項１１）
　前記気密手段は、前記第１の開口部を気密封止する第１の栓体と、前記第２の開口部を
気密封止する第２の栓体とからなり、前記容器本体内を密閉することを特徴とする付記項
８に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【０１９１】
　（付記項１２）
　前記第１の栓体及び前記第２の栓体は、一体となっていることを特徴とする付記項１０
に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【図面の簡単な説明】
【０１９２】
【図１】本発明の第１の実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置の斜視図である。
【図２】同、図１のトップカバーが開成され、洗滌消毒槽に内視鏡が収納自在な状態を示
す内視鏡洗滌消毒装置の斜視図である。
【図３】同、内視鏡洗滌消毒装置のメイン操作パネルの平面である。
【図４】同、内視鏡洗滌消毒装置のサブ操作パネルの平面である。
【図５】同、内視鏡洗滌消毒装置の内部を示す概略構成図である。
【図６】従来の内視鏡洗滌消毒装置の内部構成を示し、給水系管路を消毒する際の作用を
説明するための概略構成図である。
【図７】従来の内視鏡洗滌消毒装置の給水管路を消毒する際の制御部が行うフローチャー
ト図である。
【図８】第１の実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置の内部構成を示し、各種管路を消毒する
際の作用を説明するための概略構成図である。
【図９】同、内視鏡洗滌消毒装置の給水管路を消毒する際の制御部が行う制御の流れ例を
示すフローチャート図である。
【図１０】同、内視鏡洗滌消毒装置の全管路を消毒する際の制御部が行う制御の流れ例を
示すフローチャート図である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置の内部を示す概略構成図であ
る。
【図１２】同、内視鏡洗滌消毒装置の給水管路を消毒する際の制御部が行う制御の流れ例
を示すフローチャート図である。
【図１３】同、内視鏡洗滌消毒装置の全管路を消毒する際の制御部が行う制御の流れ例を
示すフローチャート図である。
【図１４】本発明の第３の実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置の内部を示す概略構成図であ
る。
【図１５】本発明の第４の実施の形態の内視鏡洗滌消毒装置に用いられるアルコールタン
クの外観図である。
【図１６】同、通気用チューブに設けられる中空キャップの外観図である。
【図１７】同、通気用チューブに設けられる中空キャップの断面図である。
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【図１８】同、通気用チューブが中空キャップにより接続キャップと接続された状態を示
すアルコールタンクの外観図である。
【図１９】同、中空キャップが接続キャップに接続される作用説明図である。
【図２０】第４の実施の形態の変形例である接続キャップに取り付けられる封止キャップ
を説明するためのアルコールタンクの外観図である。
【図２１】同、接続キャップ及び通気用チューブに取り付けられる２つの栓体を説明する
ためのアルコールタンクの外観図である。
【図２２】同、接続キャップの孔部及び通気用チューブの開口部を気密に封止する封止部
材を説明するためのアルコールタンクの外観図である。
【符号の説明】
【０１９３】
　　　１（１´、１´´）・・・内視鏡洗滌消毒装置、２・・・装置本体、３・・・トッ
プカバー、４・・・洗滌消毒槽、５・・・水道蛇口、６・・・洗滌ケース、７・・・給水
管路消毒用ポート、９・・・給水管路、１０・・・３方電磁弁、１１ｂ・・・アルコール
タンク、１１・・・アルコールトレー、１１ａ・・・洗剤タンク、１２・・・カセットト
レー、１２ａ・・・薬液ボトル、１３・・・サブ操作パネル、１５・・・給水電磁弁、１
６・・・逆止弁、１７・・・給水フィルタ、１８・・・流液管路、１９・・・流液ポンプ
、２０・・・循環管路、２１・・・チャンネル管路、２２・・・洗剤ノズル、２３・・・
消毒液ノズル、２４・・・給水ノズル、２５・・・メイン操作パネル、２６・・・チャン
ネルポンプ、２７・・・チャンネルブロック、２８・・・チャンネル電磁弁、２９・・・
逆止弁、３０・・・ケース用管路、３１ａ・・・給水ホース、３１・・・給水ホース接続
口、３２・・・水位センサ、３３・・・鉗子口用ポート、３４・・・鉗子起上用ポート、
３５・・・漏水検知用ポート、３６・・・リリーフ弁、３７・・・消毒用管路、３８・・
・逆止弁、３９・・・洗滌剤管路、４０・・・洗滌剤供給ポンプ、４１・・・アルコール
管路、４２・・・アルコール供給ポンプ、４３・・・電磁弁、４７・・・逆止弁、４８・
・・方分岐コネクタ、５０ｔ・・・底面、５２・・・超音波振動子、５３・・・ヒータ、
５３ａ・・・温度検知センサ、５５・・・排水口、５６・・・循環口、５７・・・切替弁
、５８・・・薬液タンク、５９・・・排水管路、６０・・・排水ポンプ、６１・・・薬液
回収管路、６２・・・薬液供給管路、６３・・・吸引フィルタ、６４・・・薬液管路、６
５・・・薬液ポンプ、７０・・・制御部、７１・・・電源、７５・・・消毒チューブ、７
６・・・消毒液循環管路、７７・・・消毒液循環電磁弁、７８・・・逆止弁、８１・・・
３方分岐部材、８２・・・電磁弁、８３・・・希釈管路、８４・・・容器本体、８４ａ・
・・溝部、１００・・・内視鏡　　
代理人　　弁理士　　伊　藤　　進
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